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保
険
者
の
情
報
提
供
義
務

二
改
正
法
令
の
限
界

第
三
節
課
題
の
提
示
（
以
上
、
一
八
七
巻
三
号
）

第
二
章
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
情
報
提
供
規
制

第
一
節
二
○
○
七
年
保
険
契
約
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務

目
次

は
じ
め
に

第
一
章
日
本
法
の
現
状

第
一
節
旧
法
下
に
お

第
二
節
二
○
一
四
年

第
一
款
Ｗ
Ｇ
報

一
問
題
意

め
に

日
本
法
の
現
状

三
情
報
提
供
事
項

第
二
款
適
用
除
外
と
情

一
適
用
除
外
の
対
象

適
用
除
外
と
情

第
一
款
内
容

二
報
告
書
の
提
言
と
情
報
提
供
ル
ー
ル
の
変
化

第
二
款
二
○
一
四
年
保
険
業
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務

一
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事
者

二
情
報
提
供
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方
法
と
時
期
（
以
上
、
本
号
）

一
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要

と
課
題

旧
法
下
に
お
け
る
情
報
提
供
規
制

二
○
一
四
年
改
正
保
険
業
法
に
お
け
る
情
報
提
供
規
制

款
Ｗ
Ｇ
報
告
書報

受
領
の
放
棄

適
用
除
外
の
対
象 識

(二）

鄭

燦
玉
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序
説

ド
イ
ツ
保
険
法
に
お
け
る
情
報
提
供
規
制
は
、
従
来
、
監
督
法
の
規
定
と
契
約
法
の
規
定
と
を
結
び
付
け
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
一
九
九
二
年
第
三
次
損
害
保
険
・
生
命
保
険
指
令
に
基
づ
い
て
既
存
の
約
款
・
保
険
料
率
の
事
前
認
可
制
が
廃
止
さ
れ
た
際
に
、
こ

二
放
棄
の
方
式
、
内
容
お
よ
び
限
界

第
三
款
そ
の
他

一
立
証
責
任

二
保
険
契
約
期
間
中
の
情
報
提
供

第
二
節
情
報
提
供
義
務
違
反
の
効
果

第
一
款
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
の
繰
下
げ

一
情
報
提
供
義
務
違
反
と
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
と
の
関
係

二
永
久
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
問
題

第
二
款
損
害
賠
償

一
賠
償
範
囲
に
関
す
る
問
題

二
因
果
関
係
の
推
定

三
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
と
の
関
係

第
三
章
日
本
法
へ
の
示
唆

第
一
節
契
約
法
に
お
け
る
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務

第
二
節
立
法
論
お
よ
び
解
釈
論
の
提
示

第
一
款
情
報
提
供
の
方
法

第
二
款
情
報
を
提
供
す
べ
き
時
期

第
三
款
情
報
提
供
事
項

第
四
款
情
報
提
供
義
務
違
反
の
効
果

一
特
段
の
救
済
策
の
検
討

二
保
険
契
約
者
側
が
被
っ
た
損
害
へ
の
救
済
に
関
す
る
理
論
構
成

お
わ
り
に

第
二
章
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
情
報
提
供
規
制
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れ
ら
の
指
令
に
お
い
て
保
険
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
契
約
前
に
「
消
費
者
（
に
提
供
す
べ
き
）
情
報
言
の
３
国
ロ
８
①
壗
目
○
烏
白
目
目
）
」
（
以
下
、

「
消
費
者
情
報
」
と
い
う
）
を
提
供
す
る
義
務
が
一
九
九
四
年
保
険
監
督
法
一
○
ａ
条
（
以
下
、
「
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
」
と
い
う
）
お
よ
び
別
表

（
加
）

Ｄ
の
新
設
に
よ
り
国
内
法
化
さ
れ
、
他
方
、
こ
の
監
督
法
上
の
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
を
前
提
に
保
険
契
約
者
側
に
一
四
日
間
の

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
認
め
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
一
九
九
四
年
保
険
契
約
法
五
ａ
条
（
以
下
、
「
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
」
と
い
う
）
に
よ
り

（
、
）
（
犯
）

導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
監
督
法
に
お
い
て
は
、
遅
く
と
も
契
約
締
結
前
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
契
約
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規
律
は
証
券
モ
デ
ル
（
保
険
者
に
よ
る
承
諾
の
意
思
表
示
、
す
な
わ
ち
保
険
証
券
交
付
の
時

点
で
情
報
提
供
が
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
モ
デ
ル
。
詳
細
は
、
後
述
）
の
利
用
を
可
能
に
し
て
い
る
点
で
、
両
者
の
規
制
に
は
矛
盾
が
存
在
し
て

い
た
。
ま
た
、
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
を
公
法
上
の
義
務
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
消
費
者
情
報
に
関
す
る
私
法
的
規
律
を
設
け
る
べ

（
刀
）

き
と
の
主
張
が
そ
の
立
法
当
時
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
は
、
消
費
者
情
報
に
関
す
る
契
約
法
・
私
法
上
の

規
定
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
に
定
め
る
情
報
提
供
義
務
に
私
法
的
性
質
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

（
再
）

る
と
指
摘
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
が
理
論
的
に
は
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
の
契
約
関
係
に
基
づ
く
義
務
と
い
う

（
布
）

べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
義
務
を
保
険
監
督
法
に
規
定
す
る
こ
と
の
違
和
感
は
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
○
○
一
年
、
二
○
○
五
年
に
は
解
約
返
戻
金
や
剰
余
金
配
当
に
関
す
る
生
命
保
険
契
約
の
不
透
明
性
を
問
題
視
す
る
判
決
が
出

（
柘
）

さ
れ
て
お
り
、
保
険
契
約
の
透
明
性
へ
の
社
会
的
要
請
が
高
ま
っ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
二
○
○
四
年
に
は
非
対
面
販
売
（
国
の
目
号
の
髄
）
を
適
用
対
象
と
す
る
情
報
提
供
義
務
が
保
険
契
約
法
に
規
定
さ
れ
た
。
（
沼
）

こ
の
規
定
は
、
情
報
提
供
義
務
を
私
法
上
明
文
で
規
律
し
た
と
い
う
意
義
は
有
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
適
用
が
非
対
面
販
売
の
場
合
に
限

（
ね
）

ら
れ
る
と
い
う
限
界
も
同
時
に
内
包
し
て
い
た
。
こ
の
改
正
後
も
、
透
明
性
の
向
上
や
保
険
者
間
の
競
争
の
促
進
の
た
め
に
、
保
険
の
販
売

形
態
を
問
う
こ
と
な
く
情
報
提
供
義
務
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
て
、
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
の
規
定
と
非
対
面
販
売
に
関
す
る
前
記
の
規
定
と
を
合
体
さ
せ
、
か
つ
そ
の
内
容
等
を
さ
ら
に
拡
充
さ
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（
帥
）

せ
た
形
で
、
新
た
な
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規
定
が
二
○
○
七
年
改
正
保
険
契
約
法
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
七
条
（
保
険
契
約
者
へ
の
情
報
提
供
）

（
釦
）

Ⅲ
保
険
者
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
保
険
契
約
者
が
契
約
締
結
の
意
思
表
示
言
の
胃
眉
の
①
監
胃
目
廻
を
す
る
前
の
適
時
に
、
普
通
保

険
約
款
を
含
む
契
約
条
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
規
命
令
の
定
め
る
諸
情
報
を
、
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
・
２
情
報
は
、
指
定
さ
れ
た
通
信
手
段
に
応
じ
た
方
法
に
よ
り
、
明
瞭
、
か
つ
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
３
契
約
が
、
保
険
契
約
者
の
要
求
に
基
づ
き
、
電
話
に
よ
り
、
又
は
保
険
契
約
者
の
契
約
締
結
の
意
思
表
示
の
前
に
テ
ク
ス
ト
方
式

に
よ
る
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
他
の
通
信
手
段
を
利
用
し
て
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
締
結
の
後
に
遅
滞
な
く
情

報
提
供
を
追
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
茎
別
段
の
規
定
は
、
保
険
契
約
者
が
、
契
約
締
結
の
意
思
表
示
を
す
る
前
に
、
書
面
に
よ
る
別
段

の
意
思
表
示
に
よ
り
、
情
報
の
受
領
を
明
示
的
に
放
棄
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
↓
連
邦
司
法
・
消
費
者
保
護
省
ａ
目
号
の
日
目
の
同
旨
日
号
昌
５
号
目
口
胃
靜
号
愚
匡
呂
閂
の
。
宮
同
）
は
、
連
邦
財
務
省
と
協
力
し
、

連
邦
参
議
院
の
同
意
を
要
し
な
い
法
規
命
令
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
に
対
す
る
包
括
的
な
情
報
提
供
の
た
め
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
定
め
た
二
○
○
七
年
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
七
条
の
規
定
を
次
に
掲
げ
る
。

項
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。

グ
・
オ
フ
の
権
利
の
存
在

二
生
命
保
険
の
保
険
契
約
者
に
知
ら
さ
れ
る
べ
き
さ
ら
な
る
情
報
。
特
に
、
予
想
さ
れ
る
給
付
、
当
該
給
付
の
確
定
及
び
算
定
に
関

一
保
険
契
約
者
に
知
ら
さ
れ
る
べ
き
契
約
の
細
目
。
特
に
、
保
険
者
、
提
供
さ
れ
る
給
付
及
び
普
通
保
険
約
款
並
び
に
ク
ー
リ
ン

第
一
節
二
○
○
七
年
保
険
契
約
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
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２
第
一
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
提
供
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
…
（
各
種
の
関
連
Ｅ
Ｕ
指
令
）
…
の
事
項
（
指
図
）
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
３
第
一
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
提
供
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
更
に
遵
守
し
な
け

（
躯
）

れ
ば
な
ら
な
い
。
（
各
号
に
お
け
る
各
種
の
Ｅ
Ｕ
指
令
省
略
）

３
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
規
命
令
は
、
保
険
者
が
契
約
期
間
中
に
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
、

更
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｝
特
に
、
以
前
の
情
報
の
変
更
に
関
す
る
情
報
、
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
料
引
上
げ
及
び
料
率
変
更
の

可
能
性
に
関
す
る
情
報
並
び
に
剰
余
金
配
当
付
生
命
保
険
に
お
け
る
保
険
契
約
者
の
請
求
権
の
変
動
に
関
す
る
情
報

４
保
険
契
約
者
は
、
契
約
期
間
中
、
い
つ
で
も
、
保
険
者
に
対
し
て
普
通
保
険
約
款
を
含
む
契
約
条
項
を
書
面
で
送
付
す
る
こ
と
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
一
第
１
回
の
送
付
の
た
め
の
費
用
は
、
保
険
者
が
負
担
す
る
。

５
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
一
○
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
規
模
リ
ス
ク
に
関
す
る
保
険
契
約
に
は
、
適
用
し
な

い
ｏ
２
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
が
自
然
人
で
あ
る
と
き
は
、
保
険
者
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
契
約
締
結
前
に
、
準
拠
法
及

び
管
轄
監
督
官
庁
を
、
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
疾
病
保
険
に
お
い
て
知

及
び
管
理
費
用
に
関
す
る
情
報

す
る
情
報
、
モ
デ
ル
計
算
に
関
す
る
情
報
並
び
に
保
険
料
と
差
引
勘
定
す
る
場
合
に
お
け
る
（
訳
者
恥
保
険
料
に
算
入
さ
れ
て
い
る
費
用
と
し

て
）
契
約
締
結
費
用
、
販
売
費
用
及
び
管
理
費
用
言
の
儲
君
島
目
暢
百
の
５
口
）
に
関
す
る
情
報
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
情
報

三
疾
病
保
険
に
お
い
て
知
ら
さ
れ
る
べ
き
さ
ら
な
る
情
報
。
特
に
、
保
険
料
の
推
移
及
び
形
成
並
び
に
契
約
締
結
費
用
、
販
売
費
用

四
保
険
者
が
電
話
に

五
情
報
提
供
の
方
法

保
険
者
が
電
話
に
よ
り
保
険
契
約
者
と
連
絡
を
と
っ
た
と
き
に
保
険
契
約
者
に
知
ら
さ
れ
る
べ
き
事
項
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一
当
事
者

（
配
）

保
険
契
約
法
七
条
一
項
一
文
の
法
文
上
、
情
報
提
供
義
務
を
負
担
す
る
者
は
「
保
険
者
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
仲
介
者

（
型
）

言
の
風
呂
①
壗
目
鴨
く
の
尉
目
屋
の
烏
）
は
、
法
的
に
は
固
有
の
意
味
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
を
負
担
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
者
が

自
己
に
帰
属
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
保
険
仲
介
者
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
保
険
契
約
の
様
々
な
締
結
モ
デ
ル
（
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
）
の
う
ち
、
申
込
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
の
申
込
み
は
、
保
険
契
約
者
が
法
定
の
諸
情
報
を
事
前
に
入
手
し
た
う

え
で
申
込
害
に
記
入
・
署
名
を
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
た
め
、
保
険
契
約
が
保
険
仲
介
者
に
よ
り
仲
介
さ
れ
る
場
合
に
は
、
保
険
者
に

は
、
保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
の
申
込
み
を
す
る
前
に
保
険
仲
介
者
が
諸
情
報
を
保
険
契
約
者
に
提
供
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
保
険
代
理
商
に
よ
る
保
険
仲
介
の
場
合
に
は
、
実
務
上
は
代
理
商
契
約
に
て
保
険
代
理
商
の
情
報
提
供
義
務

を
定
め
る
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
保
険
仲
立
人
に
よ
る
保
険
仲
介
の
場
合
に
は
、
保
険
仲
立
人
の
情
報
提
供
義
務
を
、
実

（
蹄
）

務
上
通
例
締
結
さ
れ
る
保
険
者
・
保
険
仲
立
人
間
の
基
本
協
定
の
中
で
定
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
師
）

法
文
上
の
情
報
提
供
の
相
手
方
は
「
保
険
契
約
者
」
で
あ
る
。
消
費
者
や
自
然
人
に
限
定
さ
れ
ず
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
保
険
契
約
者

（
師
）

を
意
味
す
る
た
め
、
自
由
業
者
や
法
人
も
本
条
の
適
用
を
受
け
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
二
一
○
条
二
項
に
い
う
大
規
模
リ
ス
ク
に

関
す
る
保
険
契
約
に
は
本
条
は
適
用
さ
れ
な
い
が
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
五
項
一
文
）
、
保
険
契
約
者
が
自
然
人
で
あ
る
と
き
は
、
準
拠
法
お
よ
び
管

轄
監
督
官
庁
に
つ
い
て
の
情
報
が
テ
ク
ス
ト
方
式
で
保
険
契
約
者
に
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
項
二
文
）
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

適
用
除
外
規
定
に
対
し
て
は
、
個
別
事
案
で
は
同
法
二
一
○
条
二
項
の
要
件
を
充
足
す
る
か
ど
う
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
要
件

（
銘
）

充
足
の
有
無
に
関
す
る
誤
判
断
に
伴
う
リ
ス
ク
は
保
険
者
に
帰
属
す
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
保
険
契
約
に
お
い
て
保
険
契
約

（
的
）

者
に
対
し
て
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
う
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

第
一
款
内
容
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二
情
報
提
供
の
方
法
と
時
期

１
テ
ク
ス
ト
方
式
と
明
瞭
性
・
理
解
可
能
性

⑪
テ
ク
ス
ト
方
式
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
後
述
す
る
情
報
提
供
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
の
説
明
で
は
足
り
ず
、
少

（
兜
）
（
“
）
（
妬
）

な
く
と
も
民
法
一
二
六
ｂ
条
に
い
う
「
テ
ク
ス
ト
方
式
句
の
浅
昏
端
日
こ
に
よ
り
そ
の
提
供
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一

二
六
ｂ
条
は
、
法
律
が
テ
ク
ス
ト
方
式
に
つ
い
て
規
定
す
る
場
合
に
は
、
永
久
的
デ
ー
タ
記
憶
媒
体
に
よ
る
可
読
性
の
あ
る
表
示
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
同
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
永
久
的
デ
ー
タ
記
憶
媒
体
が
消
費
者
の
利
用
に
供
さ
れ
、
消
費
者
が
そ
れ
を

（
％
）

理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
る
情
報
提
供
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
紙
の
方
式
に
よ
る
交
付
の
よ
う
な
伝
統
的
な
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

の
ほ
か
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
イ
ー
メ
ー
ル
を
通
じ
た
情
報
の
提
供
、
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
ケ
ッ
ト
、
Ｃ
Ｄ
ｌ
Ｒ
Ｏ
ｍ
、
も
し
く

は
Ｕ
Ｓ
Ｂ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
交
付
、
ま
た
は
Ｕ
Ｓ
Ｂ
を
用
い
て
直
接
保
険
契
約
者
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
情
報
を
移
す
こ
と
で
も
テ
ク
ス
ト

（
ｗ
）

方
式
の
要
件
が
充
足
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、
保
険
契
約
者
が
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
や
イ
ー
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
情
報
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
と
そ
の
都
度
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
を

（
兜
）

要
す
る
。
イ
ー
メ
ー
ル
に
よ
り
情
報
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
可
読
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
電
子
媒
体
が
交
付
さ
れ
る
場
合

（
的
）

に
は
、
そ
れ
が
完
全
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
情
報
提
供
の
場
合
に
は
、
情
報
に
関
す
る

（
卯
）

諸
情
報
を
保
険
契
約
者
に
で
は
な
く
、
受
領
権
限
を
委
任
さ
れ
た
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
さ
れ
る
の
で
、
保
険
契
約
者
側

が
保
険
仲
立
人
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
保
険
仲
立
人
は
、
保
険
者
か
ら
情
報
を
受
領
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
、
当
該
情
報
を
本
人
た
る
保

（
虹
）

険
契
約
者
に
伝
達
す
る
者
（
単
な
る
受
け
方
の
使
者
で
な
い
受
領
代
理
人
、
ま
た
は
、
認
知
代
理
人
（
言
の
の
①
ロ
の
ぐ
①
胃
①
目
）
）
と
解
す
る
こ
と
が
で

（
蛇
）

き
る
と
さ
れ
る
。
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（
川
）

デ
ー
タ
が
消
失
す
る
リ
ス
ク
は
保
険
者
側
が
負
担
す
る
と
さ
れ
る
。
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
た
と

え
ば
Ｐ
Ｄ
Ｆ
・
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
・
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
有
す
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
商
慣
習
上
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
よ
り
も

（
皿
）

し
く
は
容
易
に
か
つ
無
料
で
使
え
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
よ
り
可
読
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
皿
）

保
険
仲
介
者
の
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
を
保
険
契
約
者
と
一
緒
に
読
む
だ
け
で
は
、
テ
ク
ス
ト
方
式
の
要
件
を
充
足
し
な
い
。
イ
ン

（
川
）

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
は
永
久
的
媒
体
性
を
欠
い
て
お
り
、
諸
情
報
を
単
に
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
上
に
載
せ
て
お
く
こ
と
は
保
険
情
報

提
供
令
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
二
項
に
い
う
法
規
命
令
の
こ
と
。
詳
細
は
後
述
）
一
条
一
項
柱
書
に
い
う
「
諸
情
報
を
利
用
に
供
す
る
」
状
態
に
も
な

（
皿
）

い
こ
と
か
ら
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
た
情
報
の
提
供
も
同
様
に
、
原
則
と
し
て
は
同
要
件
を
充
足
し
な
い
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
が
個
別
利
用
者
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
安
定
性
の
あ
る
メ
モ
リ
ー
領
域
を
確
保
し
た
先
進
的
な
（
胃
侭
の
の
。
目
号
ロ
）
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
保
険
者
な
い
し
保
険
仲
介
者
が
窓
意
的
に
変
更
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
方
式
と
し
て
認

契
約
情
報
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
永
久
的
に
保
存
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
情
報
へ
の
リ
ン
ク
を
張
る
こ
と
で
足
り

（
川
）

る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
必
要
性
も
あ
り
こ
の
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
す
る
見
解
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
保
険

（
Ⅲ
）

者
に
積
極
的
な
情
報
伝
達
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
点
に
着
目
す
れ
ば
、
保
険
契
約
者
が
情
報
を
実
際
に
保
存
ま
た
は
印
刷
し
、
情
報
の
保

存
・
印
刷
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
保
険
者
が
立
証
し
た
場
合
に
の
み
テ
ク
ス
ト
方
式
の
要
件
を
充
足
す
る
と
い
う
結
論
に
な
り
か
ね
な
い

（
川
）

（
制
限
的
肯
定
説
）
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
同
要
件
の
充
足
に
必
要
と
さ
れ
る
保
険
者
側
の
前
記
立
証
の
程
度
に
つ
い
て
厳
格
な
立
場
を
と

る
と
、
換
言
す
れ
ば
、
保
険
契
約
者
が
情
報
を
実
際
に
保
存
ま
た
は
印
刷
し
た
と
い
う
事
実
ま
で
立
証
す
る
こ
と
を
保
険
者
側
に
求
め
る

（
川
）

べ
き
と
す
る
と
、
保
険
実
務
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
保
険
販
売
が
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
も
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
、
保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
の
締
結
の

意
思
表
示
を
す
る
前
に
契
約
関
係
書
類
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
印
刷
す
る
こ
と
を
技
術
的
に
強
制
し
て
い
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
方
式

（
伽
）

め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
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（
叩
）

の
要
件
を
充
足
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
強
制
的
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
印
刷
で
は
な
く
、
利
用
に
供
さ
れ
た
諸
情
報
を
実
際
に
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
ま
た
は
印
刷
し
た
か
ど
う
か
を
保
険
契
約
者
側
が
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
（
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
ｌ
実
際
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
な
く
て
も
ｌ
先
に
進
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

（
Ⅲ
）

る
よ
う
な
場
合
が
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
）
は
、
同
要
件
を
充
足
し
な
い
。
一
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
（
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
り
）
保
護

（
皿
）

さ
れ
る
個
人
領
域
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
契
約
関
係
書
類
が
そ
こ
で
永
久
的
に
利
用
に
供
さ
れ
そ
れ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
印
刷
で
き
、

（
肥
）

か
つ
、
そ
の
よ
う
な
情
報
の
取
得
方
法
に
つ
き
保
険
契
約
者
と
の
間
で
合
意
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
同
要
件
の
充
足
が
認
め
ら
れ
る
。

②
明
瞭
性
お
よ
び
理
解
可
能
性
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
保
険
者
が
情
報
提
供
義
務
を
履
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
明
瞭

に
か
つ
理
解
で
き
る
よ
う
に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
明
瞭
性
お
よ
び
理
解
可
能
性
と
い
う
規
準
は
、
消
費
者
保
護
の
た

め
の
一
連
の
Ｅ
Ｕ
指
令
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
透
明
性
原
則
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
濫
用
条
項
に
関

す
る
指
令
（
温
邑
ご
国
言
ｇ
五
条
は
、
「
す
べ
て
の
契
約
条
項
又
は
い
く
つ
か
の
契
約
条
項
を
、
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
に
は
、
そ

れ
ら
の
条
項
は
、
常
に
明
瞭
に
、
か
つ
、
理
解
で
き
る
よ
う
、
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
項
の
意
味
が
判
然
と
し
な
い
と
き
は
、

（
皿
）

消
費
者
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
解
釈
を
採
用
す
る
。
：
：
：
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
の
規
定
を
模
範
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
保
険
契
約
法
原
則

（
脳
）

（
胃
弓
Ｃ
言
二
○
三
条
（
文
書
の
言
語
及
び
解
釈
）
も
同
様
の
趣
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
瞭
性
と
理
解
可
能
性
は
、
相
互
補
充
的
関
係
に
あ
り
、
厳
密
な
区
別
は
容
易
で
は
な
い
が
、
一
般
に
、
情
報
は
、
多
義

的
で
な
く
誤
解
が
生
じ
な
い
と
き
に
明
瞭
で
あ
り
、
平
均
的
保
険
契
約
者
が
当
該
情
報
の
意
味
お
よ
び
内
容
を
理
解
で
き
る
と
き
に
理
解

（
川
）

可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
明
瞭
性
お
よ
び
理
解
可
能
性
の
具
体
的
な
解
釈
に
際
し
て
は
、
形
式
的
な
（
胃
日
邑
観
点
と
用
語
内
容
上
の

（
の
胃
四
ｏ
ｇ
ｏ
Ｅ
ｇ
“
罠
８
）
観
点
と
い
う
二
つ
の
観
点
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
保
険
者
は
、
形
式
的
な
観
点
か
ら
、
保
険
契
約
者
が
保
険

（
Ｗ
）

契
約
上
の
本
質
的
な
権
利
義
務
を
理
解
で
き
る
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
情
報
が
一
覧
性
を
有
し
な
い
と
き
、
情
報
の
構

成
が
認
識
し
え
な
い
と
き
、
ま
た
は
判
読
が
困
難
な
活
字
で
あ
る
と
き
は
、
明
瞭
性
お
よ
び
理
解
可
能
性
に
つ
き
疑
問
が
呈
さ
れ
る
よ
う
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２
保
険
契
約
締
結
モ
デ
ル
に
関
す
る
問
題

①
情
報
提
供
義
務
と
保
険
契
約
の
成
立
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
に
は
、
保
険
契
約
の
成
立
に
関
す
る
別
段
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
保
険
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
契
約
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
五
条
以
下
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

保
険
契
約
は
、
保
険
契
約
者
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
五
条
に
い
う
申
込
み
を
し
、
保
険
者
が
同
法
一
四
八
条
の
承
諾
期
間
内
に
申
込
み
の
承
諾
を

す
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
成
立
す
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
標
準
的
な
契
約
締
結
方
法
で
も
あ
る
。

（
川
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
な
る
。
次
に
、
用
語
内
容
上
の
観
点
か
ら
は
、
専
門
的
概
念
、
長
文
の
構
成
、
ま
た
は
精
密
さ
を
欠
き
不
備
の
あ
る
表
現
を
可
能
な
限

り
避
け
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
質
的
な
契
約
交
渉
が
外
国
語
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
語
に
よ
る
情
報
提
供
が
行
わ
れ

一
方
、
普
通
取
引
約
款
の
内
容
統
制
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
一
項
二
文
は
、
約
款
規
制
の
一
般
法
理
と
し
て
透
明
性
原
則
を
不
当

に
不
利
な
扱
い
の
禁
止
に
関
連
付
け
て
い
る
（
不
透
明
な
約
款
条
項
の
効
力
を
失
わ
せ
る
）
が
、
こ
れ
と
は
別
に
保
険
契
約
法
に
も
明
瞭
性
・

理
解
可
能
性
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
情
報
提
供
事
項
を
記
載
す
る
に
あ
た
っ
て
は
保
険
商
品
に
と
っ

て
の
特
別
の
要
請
が
存
在
す
る
と
み
る
べ
き
か
、
す
な
わ
ち
、
民
法
の
規
定
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
透
明
性
を
越
え
る
よ
う
な
厳
格
な
立

（
朋
）

場
を
と
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
保
険
情
報
提
供
令
の
規
定
の
文
言
お
よ
び
目
的
を
鑑
み
る
に
、
保
険
者
が
情
報

（
脚
）
（
Ⅲ
）

提
供
義
務
を
二
重
に
負
担
す
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
か
ら
、
一
般
に
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
法
定
の
諸
情
報
の
一
つ
で
あ
る
普
通
保
険
約
款
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
民
法
上
の
規
制
に
加
え
て
保
険
契
約
法
上
の
明
瞭

性
・
理
解
可
能
性
原
則
も
重
畳
的
に
適
用
ｅ
ｏ
ｇ
の
言
蔦
目
廻
さ
れ
る
が
、
そ
の
適
用
に
実
質
的
な
意
義
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
後
述
の
商
品
情
報
冊
子
の
よ
う
な
普
通
保
険
約
款
以
外
の
純
粋
の
情
報
部
分
に
つ
い
て
は
、
民
法
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

（
皿
）

は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
保
険
契
約
法
上
の
原
則
が
独
自
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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た
だ
し
、
保
険
契
約
に
は
情
報
提
供
規
制
が
介
入
す
る
こ
と
か
ら
、
保
険
契
約
の
締
結
に
際
し
て
は
こ
の
よ
う
な
標
準
的
な
契
約
方
法

に
保
険
契
約
特
有
の
要
素
が
加
味
さ
れ
る
よ
う
と
な
る
。
か
つ
て
の
保
険
実
務
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
者
は
、
普
通
保
険
約
款
そ
の
他

法
定
の
情
報
を
、
保
険
者
が
承
諾
の
意
思
表
示
を
す
る
時
に
、
通
常
は
保
険
証
券
の
送
付
と
同
時
に
入
手
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
保
険
契
約
者
は
保
険
者
か
ら
普
通
保
険
約
款
お
よ
び
諸
情
報
を
入
手
す
る
前
に
申
込
書
の
送
付
に
よ
り
申
込
み
を
し
、
保
険
者
の

承
諾
は
通
常
、
保
険
証
券
の
送
付
と
事
後
的
な
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
険
契
約
の
締

（
脚
）

結
モ
デ
ル
を
「
証
券
モ
デ
ル
令
○
胃
の
ロ
日
○
号
三
」
と
い
う
。
同
モ
デ
ル
に
よ
り
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
が
普

通
保
険
約
款
お
よ
び
諸
情
報
を
入
手
す
る
の
は
、
保
険
契
約
者
の
申
込
時
（
ま
た
は
申
込
前
）
で
は
な
く
保
険
者
の
「
承
諾
時
」
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
保
険
契
約
者
が
申
込
書
の
中
で
保
険
者
が
承
諾
の
判
断
を
な
す
う
え
で
必
要
な
す
べ
て
の
事
項
の
記
載
を
す
る
前
に
、

保
険
契
約
者
が
法
定
の
情
報
す
べ
て
の
提
供
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
は
先
に
述
べ
た
標
準
的
な
契
約
方
法
（
す
な
わ
ち
、

（
皿
）

保
険
者
の
承
諾
）
に
よ
り
比
較
的
簡
単
で
迅
速
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
締
結
モ
デ
ル
を
「
申
込
モ
デ
ル

（
鴎
）

（
シ
貝
国
鴨
日
８
の
三
」
と
い
う
。
二
○
○
七
年
保
険
契
約
法
は
、
保
険
者
が
保
険
契
約
者
の
保
険
契
約
の
締
結
の
意
思
表
示
「
前
」
に
保

険
契
約
者
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
定
め
て
い
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
）
こ
と
か
ら
、
後
者
の
申
込
モ
デ
ル
を
原
則
モ
デ

ル
と
し
て
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

②
証
券
モ
デ
ル
の
廃
止
と
申
込
モ
デ
ル
の
明
文
化
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
一
項
は
、
保
険
約
款
が
保
険
契
約
の
申
込
時
に
交
付
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定
め
を
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
保
険
契
約
者
が
、
保
険
約
款
等
契
約
関
係
書
類
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
一
四
日
以

（
聯
）

内
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
言
号
勗
胃
匡
ｏ
豆
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
保
険
契
約
は
、
保
険
証
券
の
内
容
に
応
じ
、
か
つ
、
保
険

約
款
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
形
で
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
同
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
者
が
保
険
証
券
を
交
付
さ
れ

る
に
際
し
、
書
面
に
よ
り
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
の
教
示
を
受
け
た
と
き
に
初
め
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
行
使
期
間
が

開
始
す
る
。
た
だ
し
、
同
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
契
約
者
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
は
、
第
一
回
保
険
料
支
払
後
一
年
を
経
過
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す
る
と
消
滅
す
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
の
規
律
の
も
と
で
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
契
約
の
申
込
時
に
法

定
の
情
報
を
受
領
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
不
完
全
な
形
で
受
領
し
た
と
き
は
、
同
条
に
い
う
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
取
得
し
、

保
険
契
約
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
れ
ば
当
該
保
険
契
約
は
有
効
に
な
ら
な
い
が
、
反
対
に
、
情
報
受
領
後
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
せ

（
Ｗ
）

ず
に
行
使
期
間
が
徒
過
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
浮
動
的
状
態
に
あ
っ
た
保
険
契
約
は
遡
及
的
に
有
効
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
旧
規
定
の
も
と

で
は
、
申
込
時
に
約
款
等
が
交
付
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
に
い
う
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
が
成

立
し
て
保
険
契
約
者
の
申
込
み
は
な
お
撤
回
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
法
違
反
状
態
は
生
じ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
は
、
普
通
保
険
約
款
等
諸
情
報
は
、
必
ず
し
も
保
険
契
約
者
が
申
込
害
に
記
入
・
署
名
を
す
る
前
に
提
供
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な

く
、
保
険
者
が
承
諾
す
る
と
き
に
、
す
な
わ
ち
、
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
保
険
証
券
の
送
付
に
よ
っ
て
初
め
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
で
足

（
邸
）

り
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
結
局
、
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
の
規
定
は
、
保
険
契
約
者
が
、
保
険
者
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
内
包
し
て

い
る
は
ず
の
保
険
証
券
の
送
付
に
よ
っ
て
初
め
て
諸
情
報
と
と
も
に
普
通
保
険
約
款
を
受
領
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
証
券
モ
デ
ル
の
利

（
剛
）

用
を
明
示
的
に
可
能
に
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

（
則
）

と
こ
ろ
が
、
証
券
モ
デ
ル
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
Ｅ
Ｕ
法
と
の
抵
触
」
の

問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
保
険
契
約
者
が
そ
の
不
行
使
を
停
止
条
件
と
す
る
契
約
上
の
拘
束
を
排
除
で
き
る
よ
う
に
す
る
旧
法
上
の

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
が
、
消
費
者
情
報
が
提
供
さ
れ
る
ま
で
に
は
保
険
契
約
者
を
拘
束
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
規
準

に
合
致
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
が
、
保
険
契
約
者
が
契
約
上
の
拘
束
を
排
除
す
る
た
め

に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
意
思
表
示
を
す
る
と
い
う
意
味
で
、
能
動
的
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
点
、

ま
た
、
か
り
に
保
険
契
約
が
同
条
に
よ
り
単
に
浮
動
的
に
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
保
険
契
約
者
は
そ
の
限
り
で
義
務
を
負
う
点
で
は
、

（
皿
）

Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
説
は
、
保
険
契
約
者
が
消
費
者
情
報
受
領
後
に
拘
束
を
受
け
入
れ
る
か
否
か



187巻6号一130

（
腿
）

を
自
由
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
着
目
し
、
同
条
が
Ｅ
Ｕ
法
の
規
準
に
合
致
す
る
と
解
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
証
券
モ
デ
ル
を
い
か
に
理
論
的
に
位
置
付
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
学
説
に
は
、
普
通
保
険

約
款
等
を
含
む
保
険
証
券
の
送
付
前
に
は
単
に
浮
動
的
に
「
無
効
」
な
保
険
契
約
が
成
立
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の

抵
触
も
回
避
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
五
条
に
い
う
拘
束
力
、
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
の
申
込
み
が
保
険
者
に
到
達

す
る
こ
と
に
よ
る
申
込
み
の
拘
束
力
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
が
な
い
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
拘
束
力
が
、
契
約
関
係
書
類
を
含
む
保
険
証

券
の
送
付
後
に
保
険
契
約
者
が
有
す
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
に
よ
り
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
不
行
使
を
停
止
条
件
と
し
て
申
込

（
剛
）

み
が
行
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
緩
和
さ
れ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
改
正
前
保
険
契
約
法
は
、
五
ａ
条
に
お
い
て
保
険
契
約
の
「
申
込
時
」
に
普
通
保
険
約
款
等
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
原

則
と
Ｉ
す
る
「
ふ
り
」
を
Ｉ
し
つ
つ
も
、
保
険
契
約
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
申
込
時
に
約
款
等
が
交
付
さ

れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
事
後
的
交
付
に
よ
り
そ
れ
ら
の
情
報
に
基
づ
い
て
保
険
契
約
が
有
効
に
締
結
さ
れ
る
可
能
性
、
つ
ま
り
、
実
務
に

お
い
て
証
券
モ
デ
ル
が
利
用
さ
れ
る
可
能
性
を
開
い
て
い
た
（
原
則
と
例
外
の
逆
転
）
。
証
券
モ
デ
ル
に
対
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
観
点
か
ら

の
問
題
提
起
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
内
の
学
説
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
抵
触
を
可
能
な
限
り
理
論
的
に
克
服
し
よ
う
と

努
力
し
て
き
た
。
し
か
し
、
保
険
契
約
法
改
正
に
際
し
、
立
法
者
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
で
旧
法
下
の
証
券
モ
デ
ル
に
問
題
が
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
。
ま
た
、
保
険
契
約
の
申
込
後
に
保
険
証
券
の
送
付
に
よ
り
情
報
提
供
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
時
期
と
し
て
遅
れ
て
お
り
、

証
券
モ
デ
ル
は
、
保
険
契
約
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
可
能
な
限
り
早
期
に
入
手
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
保
険
契
約
者
の
正
当
な
利
益
を

（
剛
）

考
慮
し
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
実
際
的
な
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
二
○
○
七
年
保
険
契
約
法
の
立
法
者
は
、
七
条
一
項
一
文
に
お
い
て
、
法
定
の
情
報
が
、
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条

が
許
容
し
て
い
た
よ
う
に
保
険
契
約
の
締
結
時
に
、
つ
ま
り
、
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
保
険
証
券
の
交
付
に
よ
り
初
め
て
提
供
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
て
、
現
行
法
の
も
と
で
は
、
保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
の
締
結
の
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保
険
者
は
通
常
、
申
込
み
の
拘
束
期
間
内
に
保
険
契
約
者
に
保
険
証
券
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
承
諾
を
す
る
。
こ
れ
と
異
な
る
形
で

承
諾
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
推
断
的
行
為
、
た
と
え
ば
、
申
込
み
の
中
で
指
定
さ
れ
た
保
険
契
約
者
の
口
座
か
ら
、

（
皿
）

保
険
者
が
第
一
回
保
険
料
を
徴
収
す
る
よ
う
な
行
為
も
、
承
諾
と
し
て
十
分
で
あ
る
。

③
誘
引
モ
デ
ル
し
か
し
な
が
ら
、
申
込
モ
デ
ル
が
原
則
的
な
契
約
締
結
モ
デ
ル
と
し
て
契
約
法
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

（
胆
）

保
険
実
務
の
立
場
を
擁
護
す
る
側
か
ら
様
々
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
費
用
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
が
目
立
つ
が
、

と
り
わ
け
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
に
よ
り
情
報
提
供
事
項
が
広
範
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
条
一
項
一
文
の
規
定
に
従
っ
て
、
充
実

し
た
義
務
履
行
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
保
険
契
約
者
が
契
約
締
結
の
意
思
表
示
を
す
る
前
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
数
十
ペ
ー
ジ
に
も
達
す

へ

る型は
○ 、

意
思
表
示
を
す
る
前
に
情
報
の
提
供
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
申
込
モ
デ
ル
が
、
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
原
則
と

（
剛
）

な
る
は
ず
で
あ
る
。
保
険
契
約
法
に
お
け
る
様
々
な
規
定
（
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
に
関
す
る
八
条
二
項
、
告
知
義
務
に
関
す
る
一

（
恥
）

九
条
一
項
、
保
険
料
の
支
払
期
日
に
関
す
る
三
三
条
な
ど
）
も
申
込
モ
デ
ル
を
念
頭
に
置
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

申
込
モ
デ
ル
は
、
普
通
保
険
約
款
を
含
む
諸
情
報
が
保
険
契
約
者
に
提
供
さ
れ
た
う
え
で
、
保
険
契
約
者
が
申
込
み
を
す
る
こ
と
を
前

提
と
す
る
。
典
型
的
に
は
、
申
込
み
の
た
め
に
保
険
者
が
予
め
用
意
し
た
申
込
害
が
使
用
さ
れ
、
保
険
契
約
者
自
ら
が
、
ま
た
は
保
険
仲

（
Ⅳ
）

介
者
が
保
険
契
約
者
の
指
示
に
従
い
、
そ
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
形
が
と
ら
れ
る
。
保
険
契
約
者
は
、
自
己
が
署
名
を
し
た

（
期
）

申
込
み
に
よ
り
、
あ
る
程
度
の
期
間
に
わ
た
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
立
法
者
が
特
定
の
期
間
の
定
め
を
断
念
し
た
た
め
、
承
諾
期
間
の
長
さ

（
則
）

に
つ
い
て
は
、
保
険
契
約
者
が
通
常
ど
の
時
点
ま
で
回
答
の
届
く
の
を
待
っ
て
い
れ
ば
よ
い
か
が
決
め
手
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
危
険
測

定
な
ど
の
た
め
承
諾
ま
で
何
週
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
え
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
態
が
負
担
と
な
り

う
る
。
こ
の
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
保
険
契
約
者
は
、
承
諾
の
期
限
を
つ
け
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
八
条
）
こ
と
が
で
き
る
。
実
務
に
お
い
て

は
、
一
定
の
期
間
に
わ
た
っ
て
自
己
の
申
込
み
に
拘
束
さ
れ
る
旨
を
、
保
険
契
約
者
が
申
込
害
の
中
で
定
め
て
お
く
こ
と
が
し
ば
し
ぱ
あ
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（
咽
）る

。
る
契
約
関
係
書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
範
な
情
報
の
提
供
が
行
わ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
保
険
契
約
者
が
申
込
み
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
が
情
報
提
供
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
は
無
駄
に
な
っ
て
し

（
蝿
）

ま
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
従
来
の
申
込
書
に
あ
た
る
も
の
を
保
険
契
約
者
側
が
保
険
契
約
の
「
申
込
み
の
誘
引
言
‐

鼻
呂
○
且
○
時
時
①
且
匡
旦
」
と
し
て
保
険
者
に
対
し
送
付
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
誘
引
モ
デ
ル
（
冒
鼻
呂
○
‐
旨
ａ
①
三
」
が
考
案
さ
れ
て

（
岨
）
（
蝿
）

お
り
、
実
際
に
い
く
つ
か
の
保
険
者
が
同
モ
デ
ル
を
利
用
し
て
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
い
う
。
証
券
モ
デ
ル
で
あ
れ
、
申
込
モ
デ

ル
で
あ
れ
、
保
険
契
約
者
側
が
保
険
契
約
の
申
込
み
を
す
る
と
い
う
構
造
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
誘
引
モ
デ
ル
で
は
、
逆
に
保
険
者
側
が

（
噸
）

保
険
契
約
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
こ
の
点
に
同
モ
デ
ル
の
特
徴
が
あ
る
。

誘
引
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
者
に
対
し
先
に
拘
束
力
を
有
す
る
意
思
表
示
を
す
る
の
で
は
な
く
、
ｌ
申
込
書
類
似

（
Ｗ
）

の
用
紙
に
記
入
を
す
る
と
い
っ
た
方
法
に
よ
り
ｌ
自
己
の
「
契
約
希
望
」
を
知
ら
せ
る
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
保
険
契
約
者
は
、
こ
の

（
期
）

よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
は
ま
だ
拘
束
の
段
階
に
進
入
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
「
申
込
み
の
誘

引
」
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
後
、
保
険
者
が
、
諸
情
報
お
よ
び
普
通
保
険
約
款
を
含
む
保
険
証
券
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
申

込
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
同
モ
デ
ル
は
保
険
者
側
が
保
険
契
約
締
結
の
出
発
点
と
な
る
と
い
う
独
特
の
法
的
構
造
を
有
す

誘
引
モ
デ
ル
を
利
用
す
る
場
合
、
保
険
契
約
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
保
険
契
約
者
の
承
諾
」
を
要
す
る
。
こ
こ
で
は
、
い
か
な
る

場
合
に
保
険
契
約
者
の
推
断
的
承
諾
の
意
思
表
示
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
保
険
契
約
者
が
、
第

一
回
保
険
料
を
支
払
う
と
い
う
行
為
が
保
険
者
の
申
込
み
の
承
諾
を
意
味
す
る
こ
と
を
認
識
し
う
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
当
該
保
険
契
約

（
剛
）

が
保
険
料
の
支
払
に
よ
り
初
め
て
成
立
す
る
と
い
う
保
険
者
側
の
言
及
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
保
険
契
約
者
が
第
一
回
保
険
料
を
保

（
皿
）
（
皿
）

険
者
に
払
い
込
ん
だ
よ
う
な
場
合
に
は
、
推
断
的
承
諾
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
沈
黙
は
承
諾
と
は
な
ら
な
い
。
問
題

は
、
保
険
契
約
者
が
、
申
込
み
の
誘
引
の
段
階
で
口
座
か
ら
の
保
険
料
の
引
落
し
を
承
諾
し
て
お
り
、
保
険
者
が
保
険
料
を
引
き
落
と
し
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（
咽
）
（
皿
）

た
こ
と
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
な
い
こ
と
を
推
断
的
承
諾
と
解
し
て
よ
い
か
、
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
保
険
者
の
み
が
能
動
的
行
為

（
筋
）

を
し
、
保
険
契
約
者
側
に
は
推
断
的
承
諾
と
み
る
に
足
り
る
能
動
的
行
為
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
保
険
料
引
落
し
の
授
権
は

（
脇
）

契
約
の
成
立
を
黙
示
的
停
止
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
推
断
的
承
諾
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

誘
引
モ
デ
ル
を
新
た
な
契
約
締
結
モ
デ
ル
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
現
行
保
険
契
約
法
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
か
り
に
肯
定
す

る
と
し
て
も
、
立
法
者
は
同
モ
デ
ル
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
効
果
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
問
題

が
生
ず
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
の
規
定
の
解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
規
定
に
よ
れ
ば
、
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
期
間
は
、
保
険
契
約
者
が
保
険
証
券
、
普
通
保
険
約
款
を
含
む
契
約
条
項
、
お
よ
び
同
法
七
条
に
よ
る
諸
情
報
な
ら
び
に
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
の
教
示
を
受
領
し
た
時
点
か
ら
開
始
す
る
。
こ
の
ル
ー
ル
を
文
字
通
り
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
保
険
契
約
者
が
保
険
者
の

申
込
み
を
ｌ
保
険
証
券
と
と
も
に
ｌ
受
領
し
た
時
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
保
険
契
約
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
時
点
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
期
間
が
開
始
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
早
く
と
も
契
約
締
結
の
時
点
に
お
い
て
開
始
し
う
る

（
Ⅳ
）

と
す
る
原
則
と
も
相
い
れ
な
い
。
ま
た
、
八
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
は
保
険
契
約
者
の
契
約
締
結
の
意
思

表
示
に
関
係
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
険
契
約
者
の
承
諾
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

が
、
保
険
証
券
送
付
時
に
は
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
結
論
と
し
て
は
、
誘
引
モ
デ
ル
に
よ
り
保
険

契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
け
る
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
一
文
一
号
の
規
定
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
保
険
契
約
者
の
承
諾
の
意
思
表
示
が
保

（
脇
）

険
者
側
に
到
達
し
て
初
め
て
期
間
が
開
始
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
一
九
条
一
項
の
適
用
に
関
す
る
問
題
も
あ
る
。
同
規
定
は
、
保
険
契
約
者
が
契
約
締
結
の
意
思
表
示
時
ま
で
に
負
う

「
契
約
締
結
前
告
知
義
務
」
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
告
知
義
務
は
あ
る
特
定
さ
れ
た
保
険
契
約
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
者
の
申
込
み
の
内
容
が
保
険
契
約
者
の
誘
引
の
内
容
と
異
な
る
場
合
に
は
、
告
知
義
務
の

内
容
も
異
な
り
う
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
ま
た
、
告
知
義
務
規
定
は
保
険
契
約
者
の
意
思
表
示
の
時
点
に
お
け
る
情
報
状
況
に
着
目
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す
る
も
の
で
あ
る
が
、
誘
引
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
は
保
険
者
の
追
加
的
行
為
な
し
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
保
険

（
刑
）

者
側
が
リ
ス
ク
負
担
に
関
す
る
決
定
の
準
備
を
す
る
と
い
う
同
規
定
の
意
義
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
う
と
の
問
題
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理

由
か
ら
、
学
説
は
、
告
知
の
時
点
を
考
盧
し
、
一
九
条
一
項
を
保
険
契
約
者
に
よ
る
「
誘
引
」
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

こ
れ
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、
危
険
増
加
に
関
す
る
二
三
条
一
項
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
、
誘
引
後
の
危
険
増
加
に
つ
い
て
補
充
的
通
知

（
Ⅷ
）

が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
す
べ
き
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
保
険
料
の
支
払
期
日
に
関
す
る
Ｖ
Ｖ
Ｇ
三
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
第
一
回
保
険
料
は
保
険
証
券
の
交
付
後
二
週
間
を
経
過
し

た
後
に
遅
滞
な
く
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
誘
引
モ
デ
ル
の
も
と
で
は
保
険
証
券
の
交
付
は
承
諾
を
意
味
せ
ず
む
し
ろ
申
込
み

を
意
味
し
、
請
求
権
が
存
在
す
る
前
に
給
付
の
期
日
が
到
来
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
同
規
定
を
文
言
通
り
に
適
用
す
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
誘
引
モ
デ
ル
の
場
合
に
は
、
保
険
料
の
支
払
期
日
は
、
保
険
契
約
者
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
到
達
に
よ

（
皿
）

っ
て
初
め
て
到
来
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

側
そ
の
他
の
契
約
締
結
モ
デ
ル
右
に
述
べ
た
保
険
契
約
の
締
結
に
関
す
る
諸
モ
デ
ル
以
外
に
も
、
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
が
散
発
的
に

（
脱
）

提
案
さ
れ
て
い
る
。
吊
昏
苫
亀
が
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る
提
案
モ
デ
ル
ｓ
ｏ
儲
の
呂
屑
の
目
ａ
①
三
に
よ
れ
ば
、
保
険
者
は
、
助
言
お
よ
び
リ
ス

ク
質
問
へ
の
回
答
を
経
て
保
険
契
約
者
に
「
非
拘
束
的
填
補
提
案
」
を
行
う
。
こ
の
提
案
に
は
、
と
り
わ
け
助
言
義
務
に
関
す
る
Ｖ
Ｖ
Ｇ

六
条
に
よ
る
助
言
の
文
書
化
、
七
条
に
よ
る
諸
情
報
、
一
九
条
に
よ
る
告
知
義
務
の
履
行
の
た
め
の
リ
ス
ク
質
問
、
お
よ
び
予
め
用
意
さ

れ
た
申
込
み
が
含
ま
れ
る
。
提
案
の
際
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
同
提
案
の
非
拘
束
性
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う

え
で
、
保
険
契
約
者
は
、
申
込
み
に
署
名
し
、
こ
れ
に
対
し
て
保
険
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
教
示
を
添
付
し
た
保
険
証
券
の
送
付
に

（
脳
）
（
脳
）

よ
り
承
諾
を
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
契
約
締
結
手
続
が
多
少
複
雑
で
長
期
間
と
な
る
。
提
案
の
内
容
と
承
諾
の
内
容

（
脳
）

と
で
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
に
は
、
保
険
保
護
に
欠
訣
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
暫
定
的
填
補
約
束
の
必
要

（
肺
）

性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
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３
適
時
性
要
件

Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
は
、
保
険
契
約
者
が
「
保
険
契
約
の
締
結
の
意
思
表
示
を
す
る
前
」
の
「
適
時
に
」
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
「
保
険
契
約
の
締
結
の
意
思
表
示
を
す
る
前
」
に
関
し
て
は
、
保
険
契
約
の
締
結
に
関
す
る
諸
モ
デ
ル
の
問
題

と
な
り
、
立
法
者
の
意
図
は
申
込
モ
デ
ル
の
強
制
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
保
険
契
約
法
が
情
報
提
供
に
際

（
Ⅳ
）

一
方
、
餌
画
ミ
ミ
魯
苫
雷
が
提
唱
し
た
い
わ
ゆ
る
条
件
付
申
込
モ
デ
ル
（
言
＆
呂
号
号
の
旨
四
の
ご
盲
目
鴨
の
量
宵
目
哩
に
よ
れ
ば
、
保
険

契
約
者
が
、
ｌ
保
険
契
約
の
締
結
前
の
ｌ
一
定
期
間
内
に
契
約
関
係
書
類
の
全
部
を
受
領
し
、
ま
た
、
一
定
期
間
内
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

（
脇
）

フ
を
し
な
い
、
と
い
う
条
件
付
き
の
申
込
み
を
す
る
。
保
険
者
は
、
ま
ず
契
約
関
係
書
類
を
送
付
し
、
後
に
保
険
証
券
を
送
付
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
保
険
契
約
者
は
、
条
件
成
就
前
に
は
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
に
い
う
拘
束
力
を
有
す
る
契
約
締
結
の
意
思
表
示
は
し
て
お
ら

ず
、
保
険
者
は
、
保
険
契
約
者
の
契
約
締
結
の
意
思
表
示
が
拘
束
力
を
有
す
る
前
の
適
時
に
保
険
契
約
者
に
必
須
関
係
書
類
を
交
付
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
モ
デ
ル
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
不
安
定
性
を
減
じ
る
た
め
に
は
、
同
モ
デ
ル
に
よ
る
契
約
締
結
手

続
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
別
段
の
意
思
表
示
に
よ
る
な
ど
し
て
保
険
契
約
者
と
明
示
的
に
合
意
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る
（
Ｖ

（
Ⅷ
）

Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
三
文
後
段
の
類
推
適
用
）
。

条
件
付
申
込
モ
デ
ル
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
誘
引
モ
デ
ル
と
比
べ
た
場
合
、
保
険
契
約
者
が
申
込
み
の
誘
引
お
よ
び
承
諾
と
い
う
二
つ
の
意

思
表
示
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
理
論
構
成
を
無
理
に
す
る
必
要
が
な
い
点
に
あ
る
。
ま
た
、
申
込
モ
デ
ル
と
比
べ
た
場
合
に
は
、

と
り
わ
け
保
険
仲
介
者
が
保
険
契
約
者
を
一
度
訪
問
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
情
報
提
供
義
務
を
適
時
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
不
便
を
排
除
で
き
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
件
付
申
込
モ
デ
ル
で
は
、
契
約
関
係
書
類
を
諸
情
報
と
保
険
証
券
の
二
回

（
刑
）

に
分
け
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
的
に
み
て
や
や
長
期
間
と
な
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ほ
か
、
同
モ
デ
ル
は
、
い
く
つ

（
肌
）

か
の
点
を
除
け
ば
、
廃
止
さ
れ
た
証
券
モ
デ
ル
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
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し
「
保
険
契
約
者
の
意
思
表
示
前
」
以
外
に
、
別
途
、
「
適
時
に
」
と
い
う
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
情
報
提
供

義
務
の
履
行
時
期
に
か
か
る
要
件
と
し
て
の
「
適
時
性
免
①
。
耳
画
の
蔵
倶
①
ご
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
。

適
時
性
の
概
念
は
、
二
○
○
四
年
二
一
月
二
日
改
正
前
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
Ｃ
条
一
項
一
文
に
お
け
る
非
対
面
販
売
に
関
す
る
一
般
規
定
に
設

け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
非
対
面
販
売
に
お
け
る
契
約
締
結
前
の
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
を
規
定
す
る
第
二
次
非
対
面
販
売
指
令

（
皿
）

念
９
国
３
両
ｇ
三
条
一
項
が
そ
の
根
拠
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
指
令
に
お
い
て
も
法
律
に
お
い
て
も
適
時
性
概
念
は
定
義
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
適
時
性
と
い
う
不
確
定
な
法
概
念
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
学
説
上
争
い
が
生
じ
て
い
る
。

ま
ず
、
立
法
理
由
書
に
お
い
て
情
報
提
供
と
契
約
締
結
の
意
思
表
示
の
間
の
期
間
は
考
盧
さ
れ
て
い
な
い
点
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
保
険
商
品
の
種
類
に
応
じ
て
適
時
性
概
念
を
設
定
す
る
考
え
方
を
立
法
理
由
書
の
趣
旨
を
十
分
に
考
盧
し

て
い
な
い
と
批
判
し
、
そ
も
そ
も
適
時
性
と
い
う
概
念
に
は
独
自
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
二
○
○
七
年
保
険
契

約
法
の
立
法
者
は
、
同
法
七
条
の
規
定
を
通
じ
て
単
に
旧
法
上
の
証
券
モ
デ
ル
を
廃
止
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
保
険
販
売
の
た
め

の
二
回
目
の
訪
問
の
必
要
性
を
肯
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
場
合
で
も
情
報
受
領
後
に
保
険
契
約
者
が
即
時
に

（
刑
）

決
定
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
、
と
す
る
。

次
に
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
保
険
契
約
者
に
よ
る
意
思
表
示
の
前
に
、
一
定
の
具
体
的
な
日
数
、
た
と
え
ば
少
な
く
と
も
三
日
間
と
い
つ

（
別
）

た
考
盧
期
間
が
与
え
ら
れ
れ
ば
適
時
性
の
要
件
を
満
た
す
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
法
的
根
拠
が
な

い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
ま
た
、
固
定
期
間
の
設
定
は
、
迅
速
に
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
が
有
す
る
利
益
と
相
い

れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
情
報
提
供
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
が
重
要
で
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
を
考
盧
す
る
と
、
固
定
期
間
を

（
燗
）

想
定
す
る
の
は
硬
直
的
に
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（
筋
）

以
上
に
対
し
、
商
品
の
複
雑
さ
に
応
じ
て
適
時
性
を
判
断
す
る
と
い
う
見
解
が
、
現
在
の
多
数
説
と
い
え
る
。
こ
の
見
解
の
根
底
に
は
、

他
の
規
定
に
お
い
て
は
単
に
「
契
約
締
結
前
」
と
か
「
契
約
締
結
の
意
思
表
示
を
す
る
前
」
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
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Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
で
は
そ
の
よ
う
な
要
件
に
適
時
性
と
い
う
規
準
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
適
時
性
を
要
求
し
て
い
な
い
諸
規
定

の
場
合
と
は
異
な
り
、
本
規
定
で
は
保
険
契
約
者
に
追
加
的
期
間
を
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
と
の
理
解
が
あ
る
と
い

（
Ｗ
）
（
畑
）

え
る
。
こ
の
見
解
は
、
情
報
を
提
供
す
べ
き
時
点
は
「
個
別
具
体
的
な
事
情
」
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
保
険
商
品
お
よ
び
情
報
の
複

雑
さ
次
第
で
は
情
報
提
供
と
保
険
契
約
者
の
意
思
表
示
と
の
間
に
よ
り
長
い
時
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
え
、
こ
の
よ
う

に
適
時
性
を
柔
軟
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
が
、
情
報
に
基
づ
き
、
か
つ
、
熟
慮
を
し
た
う
え
で
決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
に

（
刑
）

な
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
保
険
商
品
の
複
雑
さ
に
応
じ
た
「
類
型
化
」
が
な
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
生
命
保
険
や
疾
病
保

険
の
よ
う
な
複
雑
な
保
険
商
品
の
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
に
数
日
間
の
熟
慮
期
間
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
反
対
に
、
単
純
な
保

（
剛
）

険
商
品
の
場
合
に
は
、
数
分
間
の
熟
慮
期
間
が
与
え
ら
れ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
。

要
す
る
に
、
適
時
性
は
、
保
険
契
約
の
種
類
・
保
障
範
囲
・
意
味
・
複
雑
さ
等
を
基
準
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
い

う
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
短
文
の
保
険
約
款
に
基
づ
く
標
準
的
な
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
全
体
の
情
報
が
保
険
契
約
者
の
意
思
表
示
直
前
に

提
供
さ
れ
れ
ば
足
り
る
の
に
対
し
、
複
雑
化
し
た
保
険
商
品
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
者
が
情
報
を
受
領
し
た
後
に
意
思
表
示
を
す
る
ま
で

一
定
の
熟
盧
期
間
を
要
す
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
単
に
保
険
契
約
者
の
属
性
を
も
と
に
し
た
個
別
具
体
的
な
特
段
の
事
情
に
着
目
し
た
り
、

（
皿
）

個
々
の
場
合
に
お
け
る
情
報
の
理
解
可
能
性
を
考
盧
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
こ
と
と
な
っ
て
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
お
よ
び
別
表
Ｄ
の
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
木
下
孝
治
「
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
上
の
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
及
び
契
約
締
結
（
二
）
」
阪
大
法

学
四
七
巻
五
九
○
頁
以
下
（
一
九
九
七
）
、
播
阿
憲
「
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
ｌ
ド
イ
ツ
保
険
法
を
中
心
と
し
て
」
文
研
論
集
一
三
三
号
二
一
七
‐
一
三
二
頁
（
二
○
○

○
）
、
小
野
寺
・
前
掲
注
（
２
）
三
一
‐
三
三
頁
参
照
。

（
、
）
犀
屋
。
ご
冨
呂
の
ミ
悪
、
ご
ミ
ミ
ゞ
Ｑ
○
房
。
日
日
ｇ
目
目
曰
く
の
風
呂
の
日
畠
の
く
の
日
侭
農
の
の
の
厨
と
．
シ
且
．
曽
呂
ゞ
雪
国
』
鴎
．

（
犯
）
現
在
で
は
、
本
文
で
言
及
す
る
よ
う
な
監
督
法
の
規
定
は
存
在
せ
ず
、
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
七
条
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
私

法
規
定
が
自
己
完
結
的
に
規
律
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
沼
）
国
目
。
ご
冨
呂
①
ミ
西
国
ミ
ミ
ミ
目
、
Ｐ
蝉
○
・
（
可
Ｐ
ご
）
．
亜
司
勾
ｐ
酌
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（
花
）
奥
野
健
介
「
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
の
情
報
提
供
規
制
に
関
す
る
考
察
」
生
命
保
険
経
営
七
八
巻
六
号
五
九
頁
（
二
○
一
○
）
・

関
連
判
決
の
詳
細
に
つ
い
て
、
金
岡
京
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
命
保
険
約
款
の
内
容
規
制
」
早
稲
田
法
学
会
誌
五
二
巻
九
九
‐
二
四
頁
（
二
○
○
二
）
、
同
「
ド
イ

ツ
に
お
け
る
生
命
保
険
契
約
の
透
明
化
の
動
向
に
つ
い
て
ｌ
連
邦
憲
法
裁
判
所
及
び
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
の
影
響
を
中
心
と
し
て
」
保
険
学
雑
誌
五
九
五
号
一
○
七
‐
一

一
四
頁
（
二
○
○
六
）
、
江
澤
雅
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
者
配
当
の
透
明
性
」
生
命
保
険
経
営
七
六
巻
一
号
五
‐
一
四
頁
（
二
○
○
八
）
。
金
岡
京
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け

る
生
命
保
険
約
款
規
制
の
新
た
な
展
開
」
生
命
保
険
論
集
一
八
六
号
一
頁
以
下
（
二
○
一
四
）
も
あ
わ
せ
て
参
照
。

（
万
）
定
義
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
二
Ｃ
条
一
項
前
段
。
非
対
面
販
売
契
約
と
は
、
事
業
者
、
ま
た
は
、
事
業
者
の
名
で
も
し
く
は
そ
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
為
を
す

る
者
と
、
消
費
者
と
が
、
当
該
契
約
の
交
渉
お
よ
び
締
結
に
遠
隔
通
信
手
段
の
み
を
用
い
る
契
約
を
い
う
。

（
沼
）
二
○
○
七
年
改
正
前
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
四
八
ｂ
条
お
よ
び
別
表
。

（
刃
）
国
日
。
ご
冨
呂
①
ｑ
悪
ミ
ミ
ミ
言
↑
牌
Ｐ
Ｃ
．
（
園
．
弓
．
弩
冒
函

（
帥
）
現
行
の
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
は
、
二
○
○
七
年
に
全
面
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
そ
の
後
も
、
た
と
え
ば
二
○
○
九
年
一
月
に
若
干
の
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
）
。
二

○
○
七
年
改
正
法
の
施
行
日
が
二
○
○
八
年
一
月
一
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
献
上
は
二
○
○
八
年
保
険
契
約
法
含
く
の
９
９
）
と
称
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
、

改
正
法
の
成
立
時
点
を
基
準
と
し
て
、
「
二
○
○
七
年
保
険
契
約
法
」
と
い
う
。

（
副
）
直
訳
す
る
と
「
契
約
（
の
意
思
）
表
示
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
と
意
思
表
示
（
言
房
目
の
①
量
陣
目
廻
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
坂
口
光
男
「
保
険
者
の
情
報
提

供
義
務
Ｉ
ド
イ
ツ
法
理
か
ら
の
示
唆
を
も
と
に
し
て
」
明
治
大
学
法
律
論
叢
八
二
巻
四
・
五
合
併
号
一
三
七
‐
一
三
八
頁
（
二
○
一
○
）
。
な
お
、
表
現
（
用
語
使
用
）
に

つ
い
て
の
問
題
提
起
に
つ
き
、
李
弼
圭
ほ
か
訳
著
『
二
○
○
九
年
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
喜
一
五
四
頁
（
二
○
○
九
、
セ
チ
ャ
ン
出
版
社
（
韓
国
）
）
参
照
。

（
腿
）
第
三
文
は
、
二
○
一
七
年
改
正
時
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
各
号
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
保
険
販
売
指
令
（
ａ
ｇ
ｇ
届
ら
己
等
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
鍋
）
以
下
、
条
文
に
言
及
す
る
場
合
は
、
「
Ｖ
Ｖ
Ｇ
」
と
い
う
略
称
も
適
宜
用
い
る
。

（
別
）
保
険
仲
介
者
に
独
自
の
情
報
提
供
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
も
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
角
の
四
の
日
畠
呂
の
曾
目
・
目
ぬ
い
匡
留
面
目
口
目
。
厨
．
扇
酋
程
、
肋
．
ｇ
）
。

（
妬
）
罵
唱
の
目
眉
呂
の
岡
目
・
目
、
目
電
閃
弓
白
目
。
厨
．
』
ご
＄
冷
め
．
＄

（
髄
）
保
険
契
約
法
で
い
う
保
険
契
約
者
ａ
①
風
呂
①
日
ロ
盟
口
８
日
①
Ｈ
当
邑
は
、
保
険
契
約
に
お
け
る
見
込
み
客
、
す
な
わ
ち
、
将
来
的
に
保
険
契
約
者
と
な
る
べ
き
者
を
包

含
す
る
意
味
で
の
保
険
契
約
者
で
あ
り
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
な
ど
文
献
に
お
い
て
も
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

（
師
）
Ｆ
自
習
の
弓
言
目
旦
兵
等
ミ
、
爵
§
ゞ
冨
目
ｇ
の
ロ
閂
冒
日
日
①
口
目
目
白
房
風
呂
の
昌
侭
の
ぐ
の
日
僧
侶
の
の
①
冒
面
出
昌
．
ｇ
畠
ゞ
雪
囚
邑
画
．
な
お
、
非
対
面
販
売
契
約
に
関

（
別
）
国
昌
ｏ
丙
夢
衰
扁
迂
函
ミ
ミ
ミ
冨
誌
ゞ
卿
Ｐ
○
．
司
口
．
ご
）
、
幸
司
詞
ロ
函
一
四
○
口
の
①
居
粋
言
ｓ
誌
ご
こ
め
童
画
①
昌
口
①
吋
尻
○
口
昌
口
の
貝
閂
国
日
口
く
①
Ｈ
の
－
８
閂
ｐ
ｐ
ｍ
の
く
①
昇
国
鴨
ｍ
①
の
①
冒
卵
【
○
口
●
冒
口
①
貝
閂

呂
日
号
具
の
８
９
厘
目
ｇ
弓
胃
①
旨
江
の
呂
呂
ぐ
く
ｐ
ご
忠
ゞ
淫
幽
囚
〕
』
．

（
芭
清
水
耕
一
「
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
に
お
け
る
情
報
・
助
言
義
務
に
関
す
る
保
険
募
集
規
定
と
わ
が
国
の
動
向
」
保
険
学
雑
誌
六
○
六
号
一
六
六
頁
（
二
○
○
九
）
で
は
、

こ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
。
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す
る
○
・
ｍ
３
ミ
ミ
ミ
く
胃
島
ｇ
Ｅ
＆
農
＆
畠
も
参
照
。

（
卵
）
”
ロ
廟
①
ご
出
巴
す
“
ｇ
お
ｇ
旨
〕
弄
○
君
禺
迂
粋
萱
ミ
尋
。
こ
め
謎
》
四
画
ロ
ロ
百
頁
旨
口
①
貝
胃
Ｎ
ｐ
曰
く
閂
里
呂
①
昌
口
鴨
ぐ
胃
再
四
鴨
帰
路
目
函
．
シ
口
角
呂
溢
》
幼
司
詞
員
＄
．

（
鯛
）
冨
目
ｇ
【
○
日
日
‐
ぐ
く
の
ふ
ぐ
蒼
守
爵
討
宝
．
四
・
四
・
○
．
（
司
口
．
雪
）
↑
か
司
詞
ロ
．
届
．

（
卯
）
勺
３
宙
望
、
愚
馬
．
【
○
口
●
属
目
①
日
日
圃
匡
曰
く
①
厨
甘
言
日
ロ
鴨
自
画
ｇ
扇
帰
路
目
．
届
．
シ
ロ
陣
呂
ｇ
ゞ
か
ら
四
詞
巨
麗
．

（
虹
）
た
と
え
ば
、
大
企
業
の
大
型
物
件
の
場
合
、
そ
の
物
件
に
お
け
る
危
険
増
加
等
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
事
実
を
把
握
す
る
者
を
い
う
。
保
険
契
約
者
を

代
理
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
保
険
契
約
者
は
認
知
代
理
人
が
知
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
保
険
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
二
生
命
保
険
用
語
独
和
辞
典
〔
九

三
年
改
訂
版
〕
』
二
四
八
頁
（
一
九
九
三
、
生
命
保
険
文
化
研
究
所
）
）
。

（
蛇
）
く
巴
．
三
口
ロ
ｇ
【
○
ロ
●
属
目
‐
く
く
の
浄
寺
ミ
ミ
爵
討
、
》
四
・
煙
・
○
．
（
甸
口
＆
二
・
亜
『
］
皆
．
届
．

（
兜
）
以
下
、
条
文
に
言
及
す
る
場
合
は
、
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
」
と
い
う
略
称
も
適
宜
用
い
る
。

（
“
）
弓
冒
昌
く
①
旦
呂
①
日
侭
閂
①
。
耳
＆
．
少
呂
．
９
５
］
宮
．
紹
負
］
宮
＆
闇
も
参
照
）
．

（
妬
）
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
二
○
○
二
年
生
命
保
険
指
令
Ｇ
ｇ
ご
麗
旨
ｅ
三
六
条
付
表
Ⅲ
に
お
い
て
は
、
書
面
方
式
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
要
件
と
の
関
係

を
考
慮
し
て
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
に
規
定
す
る
情
報
提
供
義
務
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
方
式
を
い
か
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
三
目
目
尻
○
日
日
‐

く
ぐ
の
ヘ
』
、
ミ
寺
、
尋
吻
討
、
》
蝉
Ｐ
○
．
（
甸
巨
的
。
．
亜
司
詞
ロ
．
旨
ｏ
段
．

（
鮠
）
三
口
ロ
目
尻
○
日
目
‐
く
く
の
忌
今
ミ
マ
爵
討
『
．
蝉
四
○
．
弓
口
＆
己
．
亜
『
”
ロ
』
ｓ
，

（
ｗ
）
幻
爲
貯
ミ
国
巴
ゴ
胃
頁
の
呂
日
昌
百
尹
勗
置
く
粋
萱
ミ
等
。
ご
匂
迂
．
騨
騨
○
・
（
甸
口
圏
）
．
ゆ
『
］
宮
．
屈
．

（
兜
）
、
Ｈ
ｇ
汽
舅
忌
房
員
輯
専
ミ
ミ
琶
韓
．
Ｐ
四
・
○
・
（
司
口
．
ご
）
・
嘩
司
］
宮
句
卑
の
ご
号
言
亀
ミ
ぐ
の
厨
”
ｇ
吊
笥
ミ
ヨ
扇
．

（
的
）
匂
。
３
ミ
亀
亀
く
胃
の
宛
曽
呂
笥
弓
》
己
鈩

（
川
）
詞
ロ
廟
①
ご
函
巴
ず
四
目
、
評
三
目
涛
○
弓
禺
迂
粋
言
マ
ミ
ざ
こ
め
註
↑
Ｐ
蝉
○
．
弓
ロ
．
麗
）
．
如
司
河
口
．
屈
．

（
皿
）
富
ロ
ロ
目
尻
○
日
日
‐
く
く
の
、
』
、
蒼
苛
爵
討
『
・
画
．
Ｐ
○
．
（
司
口
面
。
》
か
『
］
皆
．
己
口

（
皿
）
三
目
ｇ
【
○
日
日
皇
く
の
Ｅ
ミ
尋
愚
鳥
、
．
四
・
Ｐ
○
．
弓
口
函
二
弩
閉
ｇ
巳
、
．
な
お
、
輯
ミ
ミ
ぐ
雪
９
ｓ
函
忠
は
、
告
知
義
務
の
履
行
の
た
め
の
質
問
に
つ
い
て
、
保
険
契
約

詞
ロ
廟
①
ご
函
巴
ず
ｍ
ｏ
ｐ
、
の
○
三
日
涛
○
弓
の
穴
く
め
。
言
ミ
静
ミ
烏
謎
々
Ｐ
蝉
○
．
弓
Ｐ
“
聖
〕
如
司
幻
Ｐ
屈
・

富
ｐ
ｐ
ｏ
ｐ
【
○
日
日
‐
く
く
の
、
』
、
蒼
苛
爵
討
『
ゞ
騨
口
○
．
（
司
Ｐ
、
。
》
か
司
詞
ｐ
Ｓ
印

三
目
ｇ
【
○
日
日
皇
く
の
Ｅ
ミ
尋
愚
鳥
、
．
四
・
Ｐ
○
．
弓
口
函
二
弩
罰
日
巳
、
．
な
お
、
輯
ミ
ミ
ぐ
雪
９
ｓ
函
忠
は
、
告
知
義
務
の
履
行
の
た
め
の
質
問
に
つ
い
て
、
保
険
契
約

者
が
仲
介
者
の
（
パ
ソ
コ
ン
等
の
）
画
面
を
涌

（
叩
）
画
＆
ミ
量
ミ
ミ
亀
ミ
く
①
Ｈ
の
幻
９
ｓ
面
霞
面
誤

（
肌
）
、
目
鼻
舅
忌
扁
ミ
輯
、
、
ご
冨
苫
苫
、
四
・
脚
○
．
（
珂
口
当

（
伽
）
国
甸
弓
醇
‐
の
胃
旨
茸
呂
只
く
①
尉
詞
ｇ
己
司
麗
一

（
Ⅲ
）
こ
の
問
題
に
つ
き
、
詳
細
は
、
冨
目
ｇ
【
○
一

、
吋
巨
○
戸
司
戸
畠
○
屋
①
吋
式
弔
出
、
『
、
ミ
ロ
苫
呉
騨
騨
○
．
（
珂
口
司

が
仲
介
者
の
（
パ
ソ
コ
ン
等
の
）
画
面
を
通

四
つ
つ
い
骨
つ
い
』
。
↑

与

．

亜

『

”

Ｐ

、

酌

国
甸
弓
醇
‐
の
胃
旨
茸
呂
只
く
①
尉
詞
ｇ
己
司
麗
勾
Ｐ
３
日
．
シ
白
目
．
記
⑮
曇
認

こ
の
問
題
に
つ
き
、
詳
細
は
、
冨
目
ｇ
【
○
ロ
●
員
ロ
‐
く
く
の
Ｅ
、
ご
己
ミ
鳥
弐
四
．
四
．
○
・
宙
ロ
．
皇
ゞ
留
詞
ロ
』
急
．
こ
の
よ
う
な
方
法
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
罰
ミ
号
く
①
【
島

じ
て
当
該
質
問
を
目
で
追
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
は
足
り
な
い
と
す
る
。
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（
Ⅲ
）
、
①
禺
日
“
ロ
ミ
三
四
日
の
目
①
‐
、
①
禺
日
画
ロ
ロ
、
の
Ｓ
こ
き
ご
こ
め
註
．
ぐ
①
Ｈ
の
一
ｓ
①
自
国
．
鴨
氏
の
。
耳
の
出
四
ロ
ロ
ゴ
ロ
８
＆
．
シ
ロ
』
．
９
ｓ
・
亜
扇
罰
日
困
．

（
Ⅷ
）
の
呂
昌
具
○
言
の
画
、
、
３
日
目
①
言
］
ｇ
の
迂
画
胃
済
．
勺
国
凶
禺
○
日
日
①
日
日
圃
匡
曰
く
閂
の
－
８
①
目
口
鴨
ぐ
①
吋
耳
農
閂
①
呂
戸
四
．
シ
匡
画
．
ｇ
弓
．
幸
司
ぐ
ぐ
の
］
ず
．
ち
一
詞
犀
げ
こ
函
巴
ケ
画
呂
ゞ

の
。
巨
日
弄
○
君
禺
く
い
。
雪
ミ
静
。
ご
匂
迂
．
画
Ｐ
○
．
（
珂
口
．
囹
）
．
ゆ
「
］
皆
．
扇
．

（
Ⅷ
）
巨
口
ロ
目
尻
○
日
日
‐
く
ぐ
の
吾
今
蒼
ご
爵
討
、
．
伊
四
．
○
・
弓
口
＆
。
．
唖
『
］
宮
島
９
．

（
叩
）
、
目
。
ご
冨
呂
①
曼
函
胃
、
ミ
ミ
苫
》
画
．
四
ｐ
弓
冒
．
己
）
ゞ
幼
「
］
ざ
．
留
一
レ
ミ
己
ミ
吻
討
、
く
言
呂
勗
．
認
ゞ
雪
．

（
Ⅲ
）
三
目
目
尻
○
日
目
‐
く
ぐ
の
吾
寺
ミ
ミ
爵
言
、
、
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・
司
口
面
旦
哩
司
黒
白
．
］
急
．

（
皿
）
』
、
ミ
ミ
爵
討
、
く
ぎ
呂
屈
》
認
．
雪
．

（
肥
）
旨
ロ
ロ
ｇ
【
○
日
日
‐
ぐ
く
の
吾
寺
蒼
守
爵
討
弐
四
画
．
○
．
弓
口
函
己
、
幸
司
畠
宮
』
９
．

（
理
多
数
説
は
、
こ
こ
で
い
う
明
瞭
性
お
よ
び
理
解
可
能
性
の
要
請
に
つ
い
て
、
明
確
性
ａ
①
の
昏
目
］
ｇ
①
己
、
正
確
性
（
国
。
ｇ
得
①
ご
お
よ
び
完
全
性

言
呂
黒
目
巳
腎
①
ど
の
要
請
、
な
ら
び
に
欺
岡
禁
止
を
包
含
す
る
も
の
と
解
す
る
Ｓ
§
農
ゞ
卑
辱
四
コ
①
国
目
①
旨
侭
田
①
。
頁
曽
届
ゐ
ぢ
］
宮
．
路
）
。

（
肥
）
「
ョ
－
ロ
ッ
パ
保
険
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
グ
ル
ー
プ
著
（
小
塚
荘
一
郎
ほ
か
訳
）
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
保
険
契
約
法
原
則
』
九
五
‐
九
八
頁
（
二

○
二
、
損
害
保
険
事
業
総
合
研
究
所
）
参
照
。

（
川
）
理
解
可
能
性
は
、
通
俗
性
言
○
房
の
冨
日
胃
房
①
己
を
意
味
し
な
い
ａ
目
ｏ
ご
冨
呂
①
更
騨
、
、
量
§
薑
．
Ｐ
ｍ
○
．
（
團
封
与
留
召
．
皀
。
理
解
可
能
性
の
要
請
に
よ
り
、
普

通
取
引
約
款
の
条
項
は
、
可
能
な
限
り
平
均
的
契
約
相
手
方
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
君
尽
苫
鳥
画
．
画
．
○
．
司
口
．
邉
↓
固
］
．
圏
巴
。
ま
た
、

国
§
員
画
駒
○
弓
口
．
巨
今
壺
己
罰
ロ
．
路
は
、
透
明
性
の
基
準
は
、
平
均
的
保
険
契
約
者
の
理
解
範
囲
に
よ
り
決
し
、
そ
の
際
に
は
、
個
人
、
事
業
者
、
商
人
の
そ
れ
ぞ
れ

の
取
引
領
域
に
お
け
る
平
均
的
保
険
契
約
者
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
Ｕ
約
款
に
つ
き
、
『
尋
苫
鼻
Ｐ
四
・
○
・
（
罰
．
邉
・
ぎ
い
韻
．

（
皿
）
以
上
に
つ
い
て
、
坂
口
・
前
掲
注
（
副
）
一
三
九
‐
一
四
○
頁
。
同
「
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
と
透
明
性
原
則
」
明
治
大
学
法
律
論
叢
八
四
巻
一
号
二
四
三
頁
以
下
（
二

○
二
）
も
参
照
。

旧
法
の
も
と
で
の
問
題
提
起
お
よ
び
反
対
説
に
つ
き
、
弓
噂
胃
、
ぐ
①
吋
島
ｇ
ｇ
Ｐ
お
』
圏
．

卑
号
里
三
日
目
兎
屋
号
ゞ
【
○
日
日
ｇ
目
目
曰
く
の
旦
呂
①
日
眉
の
ぐ
①
日
樹
の
鴨
の
①
厨
．
９
．
シ
昌
．
９
房
》
雪
く
ぐ
の
召
．
膿
．

、
日
。
ご
巨
呂
①
迂
輯
ミ
ミ
ミ
苫
苫
．
四
．
四
・
○
．
（
甸
巨
国
）
↓
か
『
罰
ロ
．
己
．

画
Ｈ
ｐ
ｏ
丙
、
三
白
甦
毎
吋
、
、
奇
、
、
ミ
ロ
苫
登
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
（
甸
口
．
司
与
．
嘩
司
詞
Ｐ
ｍ
Ｐ

忍
唱
①
自
侭
号
の
四
目
目
眉
目
弩
［
・
国
ワ
ロ
目
鼻
の
．
忘
国
程
卸
、
ｇ
、
李
ほ
か
・
前
掲
注
（
副
）
一
二
八
‐
一
三
○
頁
。

罵
四
①
昌
晶
号
①
四
目
目
眉
、
、
弓
‐
口
目
。
汀
』
Ｑ
＄
お
あ
．
浅
、
坂
口
・
前
掲
注
（
田
）
一
三
三
頁
、
李
ほ
か
・
前
掲
注
（
瓢
）
一
三
○
頁
。

同
モ
デ
ル
の
詳
細
に
つ
き
、
李
ほ
か
・
前
掲
注
（
副
）
一
三
○
‐
一
三
二
頁
参
照
。
同
モ
デ
ル
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
保
険
契
約
の
成
立
は
、
保
険
契
約
者
が
、
仲
介
者
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と
相
談
ｌ
契
約
条
項
等
情
報
を
入
手
ｌ
熟
慮
ｌ
申
込
書
を
作
成
・
署
名
ｌ
送
付
に
よ
り
申
込
み
ｌ
を
行
い
、
保
険
者
が
、
危
険
測
定
ｌ
保
険
証
券
の
送
付
に
よ
り
承
諾
ｌ
を

行
う
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

（
剛
）
旧
法
の
も
と
で
は
、
一
般
的
な
撤
回
（
言
号
再
邑
権
（
生
命
保
険
の
場
合
に
は
、
解
除
（
召
鳥
目
巳
権
）
、
一
九
九
四
年
の
五
ａ
条
の
異
議
申
立
（
言
号
吋
呂
目
呂
）

権
（
監
督
法
で
い
う
情
報
提
供
義
務
を
申
込
時
に
履
行
し
な
け
れ
ば
成
立
）
、
そ
し
て
、
二
○
○
四
年
の
非
対
面
販
売
契
約
に
お
け
る
撤
回
（
言
号
儲
目
哺
）
権
（
情
報
提
供

義
務
に
関
す
る
別
段
の
規
定
を
設
け
、
義
務
違
反
と
特
段
の
撤
回
権
と
を
結
び
付
け
て
い
る
）
が
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
都
度
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
二
○
○
七
年
保
険
契

約
法
の
立
法
者
は
、
こ
れ
ら
各
種
形
成
権
を
統
一
す
る
形
で
撤
回
権
（
言
号
Ｈ
日
誌
届
。
ｇ
に
し
た
。

二
○
○
七
年
改
正
前
の
諸
規
定
の
成
立
経
緯
や
各
規
定
間
の
関
係
、
権
利
行
使
の
効
果
等
を
鑑
み
る
に
、
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
に
い
う
異
議
申
立
て
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
雪
己
閂
名
目
呂
胃
の
ｏ
茸
を
「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（
伽
）
』
、
ミ
ご
爵
§
．
甸
凰
ぐ
胃
く
の
風
呂
胃
目
鴨
尉
Ｒ
買
い
少
昌
．
ｇ
ら
．
国
〕
わ
計
．

（
剛
）
、
日
。
ご
冨
呈
胃
篇
寺
、
認
ミ
ミ
薑
ゞ
“
Ｐ
Ｃ
．
（
甸
口
．
己
）
．
留
召
震
．

（
伽
）
』
、
ミ
マ
爵
冨
、
、
四
・
四
．
○
．
笥
口
．
届
ご
ゞ
囚
〕
ｂ
計
．

（
伽
）
第
三
次
生
命
保
険
指
令
お
里
温
臼
言
ｅ
三
一
条
（
二
○
○
二
年
生
命
保
険
指
令
念
ｇ
ご
囹
箇
ｇ
三
六
条
に
該
当
す
る
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
同
条
一
項
は
、

付
表
Ⅱ
Ａ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
情
報
提
供
事
項
を
保
険
契
約
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
求
め
る
。
同
条
は
、
消
費
者
情
報
に
関
す
る
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
の
根
拠
規
定
で

も
あ
る
（
』
、
ミ
零
爵
討
詠
伊
騨
・
○
・
司
口
．
届
己
ゞ
国
〕
・
笥
巴
・

（
皿
）
消
費
者
団
体
連
合
会
が
行
っ
た
苦
情
申
立
て
へ
の
欧
州
委
員
会
の
回
答
の
内
容
に
つ
い
て
、
犀
月
ご
冨
呂
①
Ｈ
亀
寺
ミ
ミ
ミ
苫
．
四
・
伊
○
・
司
画
．
己
）
ゞ
雪
国
〕
、
震
．

（
腿
）
崔
夷
蒼
苛
爵
§
画
Ｐ
○
．
司
口
．
届
己
ゞ
目
わ
囹
当
尋
琶
昌
靜
旦
８
円
目
鴨
尉
屑
耳
醇
．
少
呂
．
９
ｓ
ゞ
召
四
ｓ
．

（
鯛
）
以
上
に
つ
い
て
、
、
日
。
ご
冨
呂
閏
嬉
寺
ミ
蚤
ミ
ミ
ゞ
凹
騨
○
．
（
園
．
己
）
．
雪
毎
Ｆ
駅
．

（
剛
）
こ
の
点
に
つ
き
、
罰
の
四
①
日
畠
普
凋
己
且
目
㈹
自
習
目
、
国
弓
‐
ロ
日
。
訂
』
ご
＄
臨
め
．
ｇ
・

（
剛
）
ぐ
哩
・
靜
唱
の
日
畠
呂
の
四
目
口
目
四
ｍ
目
‐
ロ
目
鼻
の
』
ご
＄
急
あ
ふ
潔

（
剛
）
三
目
呂
昏
日
日
‐
く
く
Ｑ
虐
蕊
蒼
零
爵
討
弐
§
．
○
言
ロ
．
９
．
雪
国
芦
韻
．

（
剛
）
』
ミ
ミ
ミ
爵
§
向
．
騨
○
．
（
司
口
届
己
．
詞
口
わ
医
．

（
剛
）
た
と
え
ば
、
改
正
前
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
一
条
は
、
火
災
保
険
に
つ
き
二
週
間
の
期
間
を
定
め
て
い
た
。

（
則
）
』
、
営
守
爵
討
、
ゞ
騨
騨
○
・
宙
ロ
．
崗
己
、
固
〕
わ
＄
．
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
七
条
二
項
参
照
。

（
Ⅷ
）
』
、
ミ
ミ
爵
討
『
ゞ
伊
四
○
・
（
甸
口
．
届
ご
ゞ
国
房
忠
か

（
哩
崔
ミ
＆
ミ
ミ
、
ゞ
騨
四
ｂ
・
（
罰
』
§
閉
β
④
茂
‐
た
だ
し
、
第
一
回
保
険
料
の
受
領
だ
け
で
は
推
断
的
行
為
と
は
な
ら
な
い
（
巨
目
呂
尻
○
日
日
当
く
国
墨
今
ご
＆
ミ
鳥
『
ゞ
四
・
四
’
○
・
弓
ロ

函
司
）
、
唖
司
］
汐
Ｐ
四
ｍ
）
○
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（
幽
）
詳
細
に
つ
き
、
粋
ミ
蒼
静
。
こ
め
透
く
言
９
ｓ
当
届
凍

（
哩
崔
、
ミ
ミ
暑
奇
弐
四
・
四
・
○
・
弓
ロ
．
届
皇
国
七
国
．
し
か
し
、
後
述
の
諸
問
題
点
の
ゆ
え
に
、
誘
引
モ
デ
ル
の
利
用
は
、
限
定
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
い

く
つ
か
の
利
用
可
能
と
さ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
、
三
目
目
尻
○
日
日
当
ぐ
Ｑ
塵
、
ミ
ミ
爵
穏
、
ゞ
四
・
四
・
○
．
（
園
．
雪
）
ゞ
留
召
．
念
．

（
埋
立
法
者
の
意
思
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誘
引
モ
デ
ル
の
利
用
が
許
容
さ
れ
る
と
す
る
見
解
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
は
保
険
契
約
の
締
結
の
方
法
を
オ
ー

プ
ン
に
し
て
お
り
、
第
三
次
保
険
指
令
に
お
い
て
も
契
約
締
結
に
関
す
る
規
準
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
誘
引
モ
デ
ル
は
申
込
モ
デ
ル
か
ら
逸
脱
す
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（
誘
引
モ
デ
ル
の
許
容
性
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
に
つ
き
、
三
目
ｏ
員
。
日
日
‐
ぐ
弓
匡
、
量
ミ
の
§
↓
Ｐ
ｍ
○
．
弓
邑
．
豊
留
目
．
合
）
。

（
哩
崖
ミ
ミ
ミ
爵
討
、
↑
四
・
四
・
○
．
弓
ロ
．
］
§
．
”
ロ
ゐ
目
鳥
爵
．
旨
冒
目
目
【
○
日
日
省
く
の
↓
四
・
Ｐ
○
．
司
口
．
雪
）
ゞ
雪
揮
］
．
閏
．

（
哩
し
た
が
っ
て
、
誘
引
モ
デ
ル
を
用
い
る
と
、
情
報
提
供
（
受
領
）
前
の
契
約
拘
束
が
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
（
犀
月
ご
冨
呂
①
Ｈ
扇
ぐ
竜
ミ
ミ
薑
．
“
・
伊
○
．
（
團
割
曼
留
目
．
雪
）
。

（
幽
ベ
ル
ギ
ー
や
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
保
険
法
の
も
と
で
は
、
保
険
契
約
の
申
込
み
は
必
ず
「
保
険
者
」
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
国
に
お
い
て

は
、
保
険
契
約
は
保
険
者
の
申
込
み
（
保
険
証
券
）
に
保
険
契
約
者
が
署
名
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
（
『
尋
ご
鼻
四
・
四
．
○
．
弓
Ｐ
程
）
ゞ
目
函
匿
目
．
国
。

（
剛
）
巨
目
呂
尻
○
日
目
ど
く
の
ヘ
ト
寺
ご
己
ミ
吻
討
、
．
Ｐ
画
．
○
．
司
口
函
二
か
『
］
宮
．
畠
．

（
皿
）
」
ミ
＆
、
爵
雷
、
、
四
・
四
・
○
．
司
口
．
届
皇
詞
口
わ
目
弓
§
鼻
四
・
脚
ｐ
弓
ロ
．
程
）
』
ざ
や
＄
．

（
呪
）
や
母
国
苫
画
く
①
刷
罰
ｇ
易
い
場
画
ｓ
－
ｍ
さ
３
ミ
⑮
《
亀
く
①
Ｈ
の
詞
曽
吊
封
ミ
ョ
ら
．

（
理
引
落
し
を
保
険
者
の
承
諾
の
意
思
表
示
と
み
な
す
と
い
う
逆
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
②
証
券
モ
デ
ル
の
廃
止
と
申
込
モ
デ
ル
の
明
文
化
」
部
分
を
参
照
。

（
畷
）
こ
の
問
題
に
つ
き
、
詳
細
は
、
』
ミ
＆
ミ
鳥
、
ゞ
四
・
四
・
○
・
弓
ロ
．
届
二
］
ざ
と
己
．

（
師
）
三
目
目
尻
○
口
●
旨
ｐ
ど
く
ｏ
へ
呉
今
ミ
写
爵
討
、
↓
牌
四
・
○
．
弓
口
面
二
ゆ
『
］
皆
．
路
．

（
皿
弓
冒
鼻
ゞ
四
・
四
・
○
・
司
口
．
程
）
ゞ
］
宮
画
＄
．
な
お
、
塗
ミ
弓
守
爵
尽
き
ゞ
四
四
・
○
．
弓
ロ
．
眉
ご
閉
ｇ
Ｃ
忌
号
爵
．
冒
冒
目
呂
冒
日
日
当
く
の
、
騨
煙
・
○
・
司
口
．
雪
）
ふ
『
］
宮
．
畠
は
、
保
険
者
の
保

険
料
徴
収
は
、
そ
の
支
払
期
日
が
到
来
し
て
初
め
て
許
容
さ
れ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
保
険
契
約
は
ま
だ
成
立
す
ら
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
保
険
料
の
支
払
時
期
に

関
す
る
Ｖ
Ｖ
Ｇ
三
三
条
に
つ
い
て
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
保
険
料
引
落
し
の
授
権
だ
け
で
は
、
保
険
契
約
者
側
に
同
条
の
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
意
思

が
あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
が
た
い
と
い
う
趣
旨
の
指
摘
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

（
皿
第
二
次
非
対
面
金
融
サ
ー
ビ
ス
販
売
指
令
（
９
ｓ
ぶ
切
間
ｇ
六
条
一
項
三
文
参
照
。
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
の
立
法
趣
旨
お
よ
び
目
的
分
＆
①
日
ロ
、
ｇ
①
四
目
口
目
、
園
口
留
．

国
弓
白
日
ｏ
房
』
Ｑ
＄
冷
め
．
臼
己
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
非
対
面
販
売
以
外
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
（
三
目
ｏ
民
。
日
日
ど
く
Ｑ
塵
、
ミ
ミ
の
§
｝
脚

Ｐ
○
．
奇
Ｐ
Ｓ
｝
弩
詞
口
．
畠
宙
口
．
己
で
は
、
早
く
と
も
保
険
契
約
者
の
契
約
締
結
の
意
思
表
示
時
に
、
と
す
る
別
の
見
解
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
）
。

（
蝋
）
』
、
ミ
ミ
爵
討
、
．
、
．
Ｐ
○
・
弓
ロ
』
目
）
．
詞
ロ
わ
ご

（
岨
）
こ
の
問
題
に
つ
き
、
犀
月
ご
冒
呂
①
迂
画
ミ
ミ
ミ
ミ
》
四
・
四
○
．
宙
ロ
．
ご
）
〕
⑫
『
詞
ロ
．
３
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（
脇
）
崖
ミ
暮
息
的
討
武
Ｐ
四
・
○
・
（
呵
口
．
届
己
．
詞
Ｐ
雪
玲
の
ご
号
蒼
亀
ミ
く
①
Ｈ
の
罰
呂
呂
笥
ご
当
る
．

（
剛
）
以
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
犀
月
ご
巨
呂
①
曼
函
再
ミ
ミ
ミ
．
四
画
．
○
．
（
吋
口
．
己
）
．
唖
『
］
ざ
．
畠
．

（
Ⅷ
）
こ
の
点
に
つ
き
、
野
月
ご
巨
呂
①
曼
輯
ミ
ミ
員
葛
篭
向
．
騨
○
．
（
珂
口
．
ご
）
迩
司
宛
口
＄
．
も
っ
と
も
、

し
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
る
。

（
皿
）
三
目
号
【
○
日
目
ｉ
く
く
の
蚕
舎
営
ご
爵
討
、
．
騨
騨
○
句
Ｐ
雪
）
．
か
司
詞
Ｐ
顔
．

騨
騨
○
句
Ｐ
雪
）
．

幸
司
詞
口
．
心
、

へへへへへへへ〆ヘヘハ、
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（燗）

（
燗
）

（
筋
）

（
Ｗ
）

（
Ⅷ
）

（
胴
）
、
宮
苫
号
く
①
Ｈ
の
詞
ｇ
ｇ
『
５
段

（
脳
）
た
と
え
ば
、
三
日
間
と
い
語
『

た
と
え
ば
、
三
日
間
と
い
う

（
肥
）
同
項
柱
書
は
、
「
消
費
者
が
、
非
対
面
販
売
に
お
け
る
契
約
に
よ
り
、
又
は
申
込
み
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
前
の
適
時
に
、
次
の
各
号
の
情
報
が
消
費
者
の
利
用
に
供
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
画
貝
く
①
昌
唱
眉
目
の
旦
庁
ロ
の
の
冒
匡
と
規
定
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
一
種
の
修
正
さ
れ
た
申
込
モ
デ
ル
と
も
い
わ
れ
る
ａ
①
鼻
白
眉
員
員
四
目
の
ｇ
①
‐
恩
鳥
目
９
口
閉
Ｓ
ミ
ミ
。
邑
吻
賀
Ｐ
四
・
○
．
司
口
』
Ｓ
）
壺
届
宛
Ｐ
暗
）
・

（
脳
）
屏
烏
白
目
貝
ご
呉
吊
目
①
‐
画
①
呉
日
四
口
員
粋
言
）
ミ
ミ
房
迂
ゞ
Ｐ
四
．
○
・
弓
ロ
．
己
己
ゞ
皿
昂
詞
口
圏
．

（
肺
）
保
険
契
約
者
の
新
た
な
同
意
の
意
思
表
示
を
要
す
る
か
も
し
れ
な
い
命
ご
鼎
ミ
⑮
§
く
①
Ｈ
島
曽
呂
当
員
己
巴
。

（
Ⅷ
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
モ
デ
ル
の
考
案
者
で
あ
る
輯
ミ
ミ
も
言
及
し
て
い
る
。

（
Ｗ
）
吊
尉
、
ロ
壁
ご
Ｓ
苫
琶
く
言
ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
閉
津
、
粍
匡
烏
シ
忌
扁
ミ
輯
、
、
ミ
負
苫
登
騨
Ｐ
○
・
（
可
Ｐ
己
）
．
姻
司
］
宮
．
ご
陣

（
Ⅷ
）
両
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
八
条
一
項
に
い
う
停
止
条
件
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
犀
月
ご
冒
竺
①
迂
輯
、
ミ
ミ
誌
苫
、
四
・
Ｐ
○
・
（
甸
口
．
ご
ゞ
弩
］
皆
．
ご
）
。

（
Ⅷ
）
こ
の
点
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
の
ご
鼎
蒼
亀
、
く
閂
島
ｇ
吊
討
貝
忌
Ｐ

（
刑
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
モ
デ
ル
の
考
案
者
で
あ
る
輿
、
ロ
ミ
苫
負
誌
誌
も
言
及
し
て
い
る
。
関
田
ロ
ミ
苫
§
苫
は
、
諸
モ
デ
ル
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
結
局
、
保

険
者
側
が
比
較
衡
量
を
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
皿
）
三
目
。
良
○
日
日
‐
ぐ
ぐ
Ｑ
塵
夷
蒼
守
爵
ミ
ゞ
四
・
Ｐ
○
・
（
目
．
ご
ゞ
留
召
．
臼
．
一
方
、
異
論
か
ら
の
条
件
付
申
込
モ
デ
ル
の
擁
護
に
つ
い
て
、
餌
、
昌
蒼
員
ミ
く
雪
９
ｓ
ご
訊
目

ｚ
試
【
ぐ

静
的
最
低
期
間
が
、

冨
呂
①
曼
輯
ミ
ミ
ミ
苫
葺
四
Ｐ
○
．
（
甸
Ｐ
己
）
ゞ
か
『
］
皆
．
９
．

陶
冒
蜀
亀
ぐ
ご
言
い
つ
つ
劃
四
ｍ
や
酌

以
上
に
つ
い
て
、
三
口
ロ
呂
沢
○
口
肖
口
‐
く
く
の
吾
寺
ミ
ミ
爵
討
、
．
鱒
Ｐ
○
・
司
口
め
ど
．
”
割
両
目
圏
．

く
四
・
国
民
匡
○
穴
、
三
堅
行
迂
函
、
、
言
国
苫
苫
、
四
・
伊
○
・
（
句
口
．
己
）
『
姻
司
詞
口
．
つ
今
巨
ｐ
ｐ
ｏ
ｐ
閥
○
日
目
‐
く
く
の
忌
吟
、
ミ
ミ
爵
言
、
↓
四
・
Ｐ
○
・
弓
ロ
．
⑭
づ
ゞ
唖
司
詞
巨
、
霞

ぐ
但
・
三
口
ロ
８
尻
目
頁
早
く
く
の
吾
寺
ミ
ご
爵
討
、
．
四
画
．
○
．
（
呵
口
．
閏
）
、
亜
司
揮
〕
．
＄
、

こ
れ
は
、
保
険
契
約
者
の
認
識
状
態
や
個
人
的
事
情
、
主
観
的
要
素
を
意
味
し
な
い
と
い
う
点
に
注
意
を
要
す
る
。

非
対
面
販
売
の
領
域
に
お
い
て
既
に
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
る
。
詳
細
に
つ
き
、
国
目
。
ご

危
険
増
加
に
関
す
る
義
務
違
反
の
効
果
規
定
が
誘
引
モ
デ
ル
の
も
と
で
も
正
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（
皿
）
弓
冒
昌
Ｐ
四
・
○
・
句
目
。
程
）
ゞ
詞
口
函
旨
な
お
、
適
時
性
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
見
解
と
し
て
、
い
き
亀
憾
蔚
く
弓
曽
呂
恥
罵
呼
ロ
。
ご
巨
呂
①
曼
画
、
、
ミ
ミ
苫
ゞ
四
・
Ｐ
○
・
弓
Ｐ
己
）
ゞ
留

罰
９
．
９
儲
冨
ロ
ロ
。
ご
【
○
ロ
●
頁
ロ
‐
ぐ
く
Ｑ
塗
、
ミ
ご
爵
討
裁
騨
Ｐ
○
・
（
甸
口
．
雪
）
．
ゆ
『
］
皆
．
ｓ
鹿

（
刑
）
召
酌
の
Ｈ
菌
巴
ｇ
ｏ
ミ
の
呂
冒
旨
言
の
宮
ら
。
雪
ミ
ざ
ミ
蚤
．
騨
四
．
○
・
弓
ロ
．
壁
ゞ
雪
国
ト
ド
§
亀
§
醜
く
君
ｇ
ｇ
函
謁
．

（
伽
）
く
但
国
目
。
ご
冨
呂
の
迂
騨
、
、
ミ
。
ミ
ゞ
四
国
○
．
弓
口
ご
）
ゞ
雪
召
．
９
．
な
お
、
言
目
。
民
。
日
日
‐
く
く
の
Ｅ
、
ミ
ミ
爵
§
》
四
．
Ｐ
Ｃ
・
司
口
．
豊
．
雪
聟
．
ｇ
は
、
①
旅
行
保
険
や
葬
儀

費
用
保
険
の
よ
う
な
単
純
な
標
準
的
商
品
の
場
合
に
は
、
署
名
直
前
に
普
通
保
険
約
款
お
よ
び
諸
情
報
を
提
供
す
れ
ば
足
り
る
。
②
迅
速
な
解
約
告
知
が
可
能
な
標
準
化
さ

れ
た
物
保
険
・
責
任
保
険
の
場
合
に
も
、
保
険
契
約
者
が
署
名
を
す
る
前
に
契
約
関
係
書
類
を
一
覧
す
る
た
め
の
数
分
の
時
間
を
与
え
れ
ば
足
り
、
そ
れ
に
よ
り
保
険
契
約

者
は
少
な
く
と
も
何
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
人
保
険
の
場
合
に
は
、
保
険
の
重
要
性
お
よ
び
複
雑
さ
に
よ
り
、
通
常
、
数
日
間
の
熟
慮
期

間
を
要
す
る
。
④
就
業
不
能
保
険
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
一
日
は
要
す
る
、
な
ど
、
多
数
説
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
保
険
類
型
別
の
具
体
的
な
熟
盧
期
間
を
紹
介
・
整

理
し
て
い
る
。




